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(57)【要約】
【課題】不正行為に対して好適に対処することができる
遊技機を提供すること。
【解決手段】パチンコ機は主制御基板３０１を備えてい
る。主制御基板３０１にはＣＰＵ３１１が搭載されてい
る。ＣＰＵ３１１には、当該ＣＰＵ３１１により実行さ
れる各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲ
ＯＭ３１２と、そのＲＯＭ３１２内に記憶される制御プ
ログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶
するためのメモリであるＲＡＭ３１３とが内蔵されてい
る。そして、ＣＰＵ３１１において各種処理が実行され
ることで、パチンコ機において遊技が進行することとな
る。この場合に、ＣＰＵ３１１には磁気検知センサ１０
５、フォトセンサ１０６及び振動検知センサ１０７から
の検知信号が入力され、ＣＰＵ３１１ではその検知結果
に基づいて不正行為の発生を特定した場合には正規の遊
技が進行されないように規制する。
【選択図】　　　図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種の作動制御用処理を実行する制御手段を備え、
　当該制御手段により前記複数種の作動制御用処理が実行されることにより、作動が制御
されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特典が付
与される遊技機において、
　遊技機に対する異常行為として予め定められた特別異常行為の発生を検知する異常検知
手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記異常検知手段の検知結果に基づいて、前記特別異常行為の発生を特定する異常特定
手段と、
　当該異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基づいて、前記特典
遊技結果が発生しないように又は当該特典遊技結果に対応した特典が付与されないように
、前記複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制され
るようにする規制手段と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるパチンコ遊技機には、遊技球が流下する遊技領域を備え、遊技領域
に設けられた入賞口に遊技球が入球することで所定数の遊技球が払い出されるものがある
。また、遊技領域に設けられた入賞口のうち作動口への遊技球の入球に基づいて当否抽選
を行い、当選結果であったことに基づいて、大入賞口の開放動作が繰り返し発生する特別
遊技状態に移行するものがある（例えば、特許文献１参照）。なお、当否抽選の結果は、
遊技領域に設けられた表示装置などにて表示される。また、遊技領域に入球部が設けられ
ているとともに、当該入球部への入球に基づいて内部空間が開放状態となり当該内部空間
に設けられた有利口に遊技球が入球したことに基づいて特別遊技状態に移行するものもあ
る（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
　ここで、上記遊技機においては、磁石を用いて遊技球を所望の箇所に入球させる行為や
、遊技機を手で叩く等により振動を与えその振動により遊技球を所望の箇所に入球させる
行為といった不正行為が想定される。これらの不正行為が行われると、遊技ホールは不利
益を被ってしまうこととなる。
【特許文献１】特開２００５－０７４１７５号公報
【特許文献２】特開２００３－３２５８１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記不正行為に対しては、例えば報知処理を実行することで、不正行為の発生を周囲や
遊技ホール側の管理制御装置に知らせるようにする構成が考えられる。この場合、遊技ホ
ールにとっては、上記不正行為を行った者に対して何らかの対処をすることができる。
【０００５】
　しかしながら、報知処理を実行したとしても、それが遊技ホールの管理者等に気付かれ
ないと、上記不正行為を行った者に対して対処することができない。また、報知処理を無
効化させるような行為も考えられる。そうすると、上記不正行為を行った者に対して対処
することができない。
【０００６】
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　なお、以上の問題はパチンコ遊技機に限定されることはなく、遊技結果が予め定められ
た特典遊技結果となったことに基づいて特典が付与される他の遊技機においても同様に発
生する問題である。
【０００７】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、不正行為に対して好適に
対処することができる遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構
成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものでは
ない。
【０００９】
　手段１．複数種の作動制御用処理を実行する制御手段（主制御装置１６２）を備え、
　当該制御手段により前記複数種の作動制御用処理が実行されることにより、作動が制御
されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特典が付
与される遊技機において、
　遊技機に対する異常行為として予め定められた特別異常行為の発生を検知する異常検知
手段（磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６、振動検知センサ１０７）を備え、
　前記制御手段は、
　前記異常検知手段の検知結果に基づいて、前記特別異常行為の発生を特定する異常特定
手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における不正監視処理を実行する機能）と、
　当該異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基づいて、前記複数
種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制されるようにす
る規制手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８０１の処理を実行す
る機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００１０】
　手段１の遊技機では、制御手段にて複数種の作動制御用処理が実行されることで、作動
が制御されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特
典が付与される。この場合に、予め定められた特別異常行為が行われた場合には、上記複
数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制される。これ
により、特別異常行為が行われた場合には、その後、遊技が進行しないように規制するこ
とが可能となり、特別異常行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止するこ
とが可能となる。
【００１１】
　手段２．複数種の作動制御用処理を実行する制御手段（主制御装置１６２）を備え、
　当該制御手段により前記複数種の作動制御用処理が実行されることにより、作動が制御
されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特典が付
与される遊技機において、
　遊技機に対する異常行為として予め定められた特別異常行為の発生を検知する異常検知
手段（磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６、振動検知センサ１０７）を備え、
　前記制御手段は、
　前記異常検知手段の検知結果に基づいて、前記特別異常行為の発生を特定する異常特定
手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における不正監視処理を実行する機能）と、
　当該異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基づいて、前記特典
遊技結果が発生しないように又は当該特典遊技結果に対応した特典が付与されないように
、前記複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制され
るようにする規制手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８０１の処
理を実行する機能）と、
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を備えていることを特徴とする遊技機。
【００１２】
　手段２によれば、制御手段にて複数種の作動制御用処理が実行されることで、作動が制
御されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特典が
付与される。この場合に、予め定められた特別異常行為が行われた場合には、特典遊技結
果が発生しないように又は当該特典遊技結果に対応した特典が付与されないように、上記
複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制される。こ
れにより、特別異常行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止することが可
能となる。
【００１３】
　手段３．手段１又は２において、遊技球が流下する遊技領域と、当該遊技領域に向けて
遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、遊技球を発射させるべく
操作される発射操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、を備え、
　前記特典遊技結果は、前記遊技領域に設けられた入球部（一般入賞口８２、可変入賞装
置８３、作動口８４）に遊技球が入球することであり、
　前記制御手段は、前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記発射操作手段
の操作に基づいて、前記遊技球発射手段による遊技球の発射を実行させるべく予め定めら
れた発射制御処理を実行する発射制御処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１に
おける遊技球発射制御処理を実行する機能）を備えており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基
づいて、前記発射制御処理実行手段による前記発射制御処理の実行が規制されるようにす
ることを特徴とする遊技機。
【００１４】
　手段３の遊技機では、発射操作手段が操作されたことに基づいて遊技領域に向けて遊技
球が発射される。そして、遊技領域に設けられた入球部に遊技球が入球することに基づい
て特典が付与される。当該構成において、特別異常行為が行われた場合には、制御手段に
おける発射制御処理の実行が規制される。これにより、その後に遊技の続行が不可となり
、遊技が進行しないように規制される。よって、特別異常行為を行うことで不正に利益を
得ようとする行為を阻止することが可能となる。
【００１５】
　手段４．手段１乃至３のいずれか１において、予め定められた特定状況の発生を検知す
る特定状況検知手段（入賞口センサ１５２、カウントセンサ１５３、作動口センサ１５４
）を備え、
　前記制御手段は、前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記特定状況検知
手段から入力した入力情報を監視する入力監視処理を実行する入力監視処理実行手段（主
制御装置１６２のＣＰＵ３１１における読み込み処理を実行する機能）を備えており、当
該入力監視処理の結果に基づいて前記作動を制御するものであり、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基
づいて、前記入力監視処理実行手段による前記入力監視処理の実行が規制されるようにす
ることを特徴とする遊技機。
【００１６】
　手段４の遊技機では、特定状況検知手段の検知結果に基づいて作動が制御される。当該
構成において、特別異常行為が行われた場合には、制御手段における入力監視処理の実行
が規制される。これにより、その後に遊技が進行しないように規制することが可能となり
、特別異常行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止することが可能となる
。
【００１７】
　手段５．手段１乃至３のいずれか１において、遊技球が流下する遊技領域と、当該遊技
領域に設けられ、遊技球が入球可能な入球部（一般入賞口８２、可変入賞装置８３、作動
口８４）と、を備え、
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　前記特典遊技結果は、前記入球部に遊技球が入球することであり、
　前記入球部に遊技球が入球したことを検知する入球検知手段（入賞口センサ１５２、カ
ウントセンサ１５３、作動口センサ１５４）を備え、
　前記制御手段は、前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記入球検知手段
から入力した入力情報を監視する入力監視処理を実行する入力監視処理実行手段（主制御
装置１６２のＣＰＵ３１１における読み込み処理を実行する機能）を備えており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基
づいて、前記入力監視処理実行手段による前記入力監視処理の実行が規制されるようにす
ることを特徴とする遊技機。
【００１８】
　手段５の遊技機では、入球部に遊技球が入球した場合、それが入球検知手段にて検知さ
れ、当該入球検知手段の検知結果に基づいて特典が付与される。当該構成において、特別
異常行為が行われた場合には、制御手段における入力監視処理の実行が規制される。これ
により、特別異常行為に基づいて入球部への入球が発生したとしても、その入球を無効化
することが可能となり、特別異常行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止
することが可能となる。
【００１９】
　手段６．手段１乃至５のいずれか１において、前記制御手段は、
　前記複数種の作動制御用処理のうちの一部であって複数種の作動制御用処理を繰り返し
実行する第１制御手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における通常処理を実行する機
能、主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ１３１５～ステップＳ１３２０
の各処理を実行する機能）と、
　当該第１制御手段にて前記一部の複数種の作動制御用処理が繰り返し実行されている状
況において、前記複数種の作動制御用処理のうちの一部であって複数種の作動制御用処理
を、前記第１制御手段による処理の実行に割込んで実行する第２制御手段（主制御装置１
６２のＣＰＵ３１１におけるタイマ割込み処理を実行する機能）と、
を備えており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたことに基
づいて、前記第２制御手段による割込みの発生が規制されるようにすることを特徴とする
遊技機。
【００２０】
　手段６によれば、特別異常行為が行われた場合には、制御手段における第２制御処理の
実行が規制される。この第２制御処理では、基本的に、複数種の作動制御用処理のうちの
一部であって複数種の作動制御用処理が実行される。したがって、第２制御処理の実行を
規制することで、その後に遊技が進行しないように規制することが可能となり、特別異常
行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止することが可能となる。
【００２１】
　手段７．手段６において、前記制御手段は、
　前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、抽選処理を実行する抽選処理実行手
段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における始動入賞処理及び特定ランプ制御処理を実
行する機能）と、
　前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記抽選処理の抽選結果に基づいて
、通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態に遊技状態を移行させる移行処理を実
行する移行処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における大入賞口開閉処理を
実行する機能）と、
　前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記抽選処理を実行する上で用いら
れる所定の乱数情報を更新する更新処理を実行する更新処理実行手段（主制御装置１６２
のＣＰＵ３１１における乱数初期値更新処理を実行する機能）と、
を備えており、
　前記特典は、遊技状態が前記特別遊技状態に移行することであり、
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　前記第１制御手段は、前記更新処理実行手段を有しており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたとしても
、前記更新処理実行手段による前記更新処理の実行を規制しないものであることを特徴と
する遊技機。
【００２２】
　手段７によれば、第２制御処理の実行が規制されている状況であっても、抽選処理を実
行する上で用いられる所定の乱数情報の更新処理が実行される。抽選処理を実行する上で
用いられる所定の乱数情報の更新処理は継続されることが好ましく、本構成によれば、当
該更新処理を継続させることができる。
【００２３】
　手段８．手段１乃至７のいずれか１において、外部電源から供給される電力に基づいて
少なくとも前記制御手段に電力を供給する電入中電力供給手段（電源部３２１ａ）をさら
に備えており、
　前記制御手段は、前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、外部電源からの電
力供給が遮断されることが特定されたことに基づいて予め定められた電断時処理を実行す
る電断時処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ６１３～ス
テップＳ６１６の処理などを実行する機能）を備え、当該電断時処理が実行された後に、
前記外部電源からの電力供給が開始された場合には電断前の状態へ復帰する構成であり、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたとしても
、前記電断時処理実行手段による前記電断時処理の実行を規制しないものであることを特
徴とする遊技機。
【００２４】
　手段８の遊技機では、外部電源からの電力供給が遮断される場合には電断時処理が実行
された後に、電力供給が開始された場合には電断前の状態へ復帰する。これにより、停電
の発生時においてそれまでの状態が初期化されてしまわないようにすることが可能である
。この場合に、複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が
規制されている状況であっても、電断時処理の実行が規制されていないため、外部電源か
らの電力供給が遮断される場合には通常通り電断時処理が実行される。これにより、電断
前の状態への復帰を可能としたことによる上記効果を奏しつつ、特別異常行為を行うこと
で不正に利益を得ようとする行為を阻止することが可能となる。
【００２５】
　手段９．手段８において、前記制御手段は、
　前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記外部電源からの電力供給が遮断
される場合に電断発生情報を前記制御手段の記憶手段に記憶させる電断発生記憶処理を実
行する電断発生記憶処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるＮＭＩ割込
み処理を実行する機能）と、
　前記複数種の作動制御用処理の一部の処理として、前記記憶手段に前記電断発生情報が
記憶されているか否かを判定する電断判定処理を実行する電断判定処理実行手段（主制御
装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ６０６の処理等を実行する機能）と、
を備え、
　前記電断時処理実行手段は、前記電断判定処理実行手段による前記電断判定処理にて前
記記憶手段に前記電断発生情報が記憶されていると判定された場合に前記電断時処理を実
行するものであり、
　さらに、前記制御手段は前記複数種の作動制御用処理のうちの少なくとも一部であって
複数種の作動制御用処理を繰り返し実行する構成であって、前記電断判定処理実行手段に
よる前記電断判定処理が当該繰り返し実行される複数種の作動制御用処理の一部の処理と
して実行されるものであり、
　前記規制手段は、規制処理を実行することで前記規制を行うものであり、
　当該規制手段による規制処理が前記繰り返し実行される複数種の作動制御用処理の一部
の処理として実行されるものであるとともに、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の



(7) JP 2009-77793 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

発生が特定されたとしても、前記電断判定処理実行手段による前記電断判定処理の実行を
規制しないものであることを特徴とする遊技機。
【００２６】
　手段９の遊技機では、外部電源からの電力供給が遮断される場合には電断発生情報が制
御手段の記憶手段に記憶される。そして、記憶手段に電断発生情報が記憶されていると判
定された場合に電断時処理が実行される。また、電断判定処理は、繰り返し実行される複
数種の作動制御用処理における一部の処理として実行される。これにより、電断判定処理
が繰り返し行われ、外部電源からの電力供給が遮断された場合には電断時処理の実行が好
適に開始される。
【００２７】
　当該構成において、特別異常行為が行われた場合に規制するための規制処理が上記繰り
返し実行される処理における一部の処理として実行される。また、規制処理が実行された
としても電断判定処理の実行は規制されない。当該構成とすることにより、電断前の状態
への復帰を可能としたことによる上記効果を奏しつつ、特別異常行為を行うことで不正に
利益を得ようとする行為を阻止することを可能とした構成において、特別異常行為が行わ
れ規制処理が実行される場合には、通常行われる電断判定処理に対して規制処理が一連の
処理として実行されることとなる。例えば、これら規制処理と電断判定処理とが一連の処
理として実行されない構成において、電断前の状態への復帰を可能としたことによる上記
効果を奏しつつ、特別異常行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止しよう
とすると、規制処理が含まれる一連の処理側に新たに電断判定処理を付加する必要が生じ
る。つまり、制御手段において電断判定処理がそれぞれ異なる複数の処理タイミングで実
行されることとなる。これに対して、本構成によれば、通常行われる電断判定処理に対し
て規制処理が一連の処理として実行されることとなるため、上記のように制御手段におい
て電断判定処理をそれぞれ異なる複数の処理タイミングで実行する必要がなくなり、制御
手段の処理負荷が低減される。
【００２８】
　手段１０．手段１乃至９のいずれか１において、前記制御手段は、予め定められた規制
解除条件が成立した場合に、前記規制手段による規制を解除する規制解除手段（主制御装
置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８１３及びステップＳ８１４の処理を実行す
る機能）を備えていることを特徴とする遊技機。
【００２９】
　手段１０によれば、特別異常行為が行われ上記複数種の作動制御用処理のうち少なくと
も一部の処理についてその実行が規制されたとしても、予め定められた規制解除条件が成
立した場合にはその規制が解除される。これにより、実際には特別異常行為が行われてい
ないにも関わらず上記規制が行われた場合に、その規制された状態が解除されないまま継
続してしまうことが防止される。
【００３０】
　手段１１．手段１乃至９のいずれか１において、遊技機背面側又は遊技機内部に解除操
作手段（クリアスイッチ１６９）を備えており、
　前記制御手段は、前記解除操作手段が操作されたことに基づいて、前記規制手段による
規制を解除する規制解除手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８１
３及びステップＳ８１４の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする遊技機。
【００３１】
　手段１１によれば、特別異常行為が行われ上記複数種の作動制御用処理のうち少なくと
も一部の処理についてその実行が規制されたとしても、解除操作手段が操作されたことに
基づいてその規制が解除される。これにより、実際には特別異常行為が行われていないに
も関わらず上記規制が行われた場合に、その規制された状態を所望のタイミングで解除す
ることができる。その一方、解除操作手段は遊技機背面側又は遊技機内部に設けられてい
るため、遊技ホールの管理者等以外の者により当該解除操作手段が操作されてしまうこと
が抑制される。
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【００３２】
　手段１２．手段１乃至９のいずれか１において、遊技機背面側又は遊技機内部に解除操
作手段（クリアスイッチ１６９）を備えており、
　前記制御手段は、
　前記複数種の作動制御用処理を実行する上で用いられる情報を記憶する記憶手段（ＲＡ
Ｍ３１３）と、
　前記解除操作手段が操作されたことに基づいて、前記記憶手段に記憶されている情報を
初期化する初期化実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ５１２
及びステップＳ５１３の処理を実行する機能）と、
　前記解除操作手段が操作されたことに基づいて、前記規制手段による規制を解除する規
制解除手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８１３及びステップＳ
８１４の処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００３３】
　手段１２によれば、解除操作手段が操作されたことに基づいて、記憶手段に記憶されて
いる情報の初期化が実行される。この場合に、特別異常行為が行われ上記複数種の作動制
御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制されたとしても、解除操作
手段が操作されたことに基づいてその規制が解除される。これにより、実際には特別異常
行為が行われていないにも関わらず上記規制が行われた場合に、その規制された状態を所
望のタイミングで解除することができる。その一方、解除操作手段は遊技機背面側又は遊
技機内部に設けられているため、遊技ホールの管理者等以外の者により当該解除操作手段
が操作されてしまうことが抑制される。さらには、記憶手段の情報を初期化する場合に操
作される解除操作手段が上記規制を解除する上での操作手段として兼用されるため、構成
の簡素化を図りつつ、上記優れた効果を得ることができる。
【００３４】
　手段１３．手段１２において、前記初期化実行手段は、前記解除操作手段が操作された
状態で外部電源から遊技機への電力供給が開始されたことに基づいて前記記憶手段に記憶
されている情報を初期化するとともに、前記外部電源からの電力供給が継続されている状
況において前記解除操作手段の操作が開始されたとしても前記記憶手段に記憶されている
情報の初期化を行わないものであり、
　前記規制解除手段は、前記外部電源からの電力供給が継続されている状況において前記
解除操作手段の操作が開始された場合に、前記規制手段による規制を解除するものである
ことを特徴とする遊技機。
【００３５】
　手段１３によれば、上記手段１２の構成を備え、記憶手段の情報を初期化する場合に操
作される解除操作手段を上記規制を解除する上での操作手段として兼用した構成において
、上記規制の解除をすべく解除操作手段を操作した場合に記憶手段の初期化が実行される
ことはない。これにより、規制の解除後には、規制開始前の状態への復帰が可能となる。
【００３６】
　手段１４．手段１１乃至１３のいずれか１において、支持対象（外枠１１）に対して開
閉可能に支持され、開放状態となった場合に前記解除操作手段の操作を可能とする開閉体
（本体枠１３）を備えており、
　前記規制解除手段は、前記開閉体が開放されている状況で前記解除操作手段が操作され
たことに基づいて、前記規制手段による規制を解除するものであることを特徴とする遊技
機。
【００３７】
　手段１４によれば、解除操作手段を操作する場合には、基本的に開閉体の開放操作を要
する。しかしながら、不正行為者が規制状態の解除を不正に行おうとする場合、その解除
操作が目立たないようにするために、開閉体を閉鎖した状態において針金などを解除操作
手段側に侵入させて解除操作手段を操作することが想定される。この場合、当該事実を遊
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技ホール側において把握することができないとすると、上記のように規制を行うようにし
た効果が消失されてしまう。これに対して、開閉体が開放されている状況において解除操
作手段が操作されたことに基づいて規制状態の解除を行うようにしたことにより、上記の
ような不正な解除操作を阻止することが可能となる。
【００３８】
　なお、前記制御手段は、前記開閉体が開放状態であることを特定する開放特定手段を備
えた構成とし、前記規制解除手段は、前記開放特定手段により前記開閉体が開放状態であ
ることが特定されている状況で前記解除操作手段が操作されたことに基づいて、前記規制
手段による規制を解除する構成としてもよい。
【００３９】
　手段１５．手段１１乃至１４のいずれか１において、前記制御手段は、前記複数種の作
動制御用処理を実行する演算手段（ＣＰＵ３１１）が搭載された制御基板（主制御基板３
０１）と、当該制御基板を収容する基板ボックス（基板ボックス１６３）と、を備えてお
り、
　当該基板ボックスは、第１ケース体と第２ケース体とを備え、それら第１ケース体及び
第２ケース体を分離させることで前記制御基板を露出させる構成であるとともに、それら
第１ケース体及び第２ケース体を結合させる結合手段（封印部１６４）を備えており、
　前記解除操作手段の操作部を前記基板ボックスの表面に設置するとともに、当該解除操
作手段からの信号伝達部を前記基板ボックス内に収容したことを特徴とする遊技機。
【００４０】
　手段１５によれば、解除操作手段の操作部が制御手段における基板ボックスの表面に設
置されているとともに、解除操作手段からの信号伝達部は基板ボックス内に収容されてい
る。例えば、解除操作手段が制御手段以外に搭載されている又は解除操作手段からの信号
伝達部が基板ボックス外に露出している構成では、解除操作手段から制御基板への信号経
路に対して不正基板を介在させることにより、実際には解除操作手段が操作されていない
にも関わらず、不正基板から解除操作手段が操作された旨の信号を出力させる行為が想定
される。そうすると、規制状態の解除が解除操作手段の操作を介することなく行われてし
まうおそれがある。これに対して、本手段における構成によれば、解除操作手段からの信
号伝達部が基板ボックスに収容されており、基板ボックスには結合手段が設けられている
ため、上記不正基板を介在させる行為を阻止することが可能となる。
【００４１】
　手段１６．手段１１乃至１５のいずれか１において、前記規制解除手段は、前記解除操
作手段が操作されている場合にその継続操作期間が予め定められた解除基準期間に達した
ことに基づいて、前記規制手段による規制を解除するものであることを特徴とする遊技機
。
【００４２】
　手段１６によれば、規制解除手段の継続操作期間が解除基準期間に達することで規制状
態を解除するようにした。これにより、実際には規制解除手段が操作されていないにも関
わらず、ノイズなどの影響で制御手段に対して解除操作手段が操作された旨の信号が入力
された場合に、規制状態が解除されないようにすることができる。
【００４３】
　なお、「継続操作期間が予め定められた解除基準期間に達したことに基づいて、前記規
制手段による規制を解除する」には、リアルタイマを用いて上記継続操作期間を計測する
構成以外にも、以下の構成が含まれる。前記規制解除手段が、前記解除操作手段の操作状
態を定期的に確認する確認手段を備えた構成においては、解除操作手段が操作されている
状態であることを予め定められた解除基準回数確認されたことに基づいて規制手段による
規制を解除する構成としてもよい。
【００４４】
　手段１７．手段１乃至１６のいずれか１において、遊技機に対する行為として前記特別
異常行為とは異なる所定行為の発生を検知する所定行為検知手段（前扉枠開放スイッチ７
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８、本体枠開放スイッチ２３０）を備え、
　前記制御手段は、
　前記所定行為検知手段の検知結果に基づいて、前記所定行為の発生を特定する所定行為
特定手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ７０７の処理を実行する
機能）と、
　当該所定行為特定手段にて前記所定行為の発生が特定されたことに基づいて、予め定め
られた特別処理を実行する特別処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における
ステップＳ７０８の処理を実行する機能）と、
を備えており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたとしても
、前記所定行為特定手段による所定行為特定処理の実行及び前記特別処理実行手段による
前記特別処理の実行を規制しないものであることを特徴とする遊技機。
【００４５】
　手段１７によれば、特別異常行為が行われ、複数種の作動制御用処理のうち少なくとも
一部の処理についてその実行が規制されている状況であっても、特別異常行為とは異なる
所定行為が発生しているか否かの特定が行われ、所定行為が発生している場合には特別処
理が実行される。例えば、規制状態において所定行為の発生の特定や特別処理が実行され
ない構成を想定すると、特別異常行為が行われた後に所定行為が行われたとしても、それ
に対処することができない。そうすると、当該状況において制御手段等への不正行為が行
われてしまうことが懸念される。これに対して、本手段における構成によれば、このよう
な不都合の発生を阻止することが可能となる。
【００４６】
　なお、特別処理として、報知用処理を実行するようにしてもよく、この場合、所定行為
が行われた場合にはその旨が報知されることとなる。
【００４７】
　手段１８．手段１乃至１６のいずれか１において、支持対象（外枠１１）に対して開閉
可能に支持された開閉体（本体枠１３）を備え、当該開閉体の背面側又は後方に前記制御
手段が搭載されており、
　当該制御手段は、
　前記開閉体が開放状態であることを特定する開放特定手段（主制御装置１６２のＣＰＵ
３１１におけるステップＳ７０７の処理を実行する機能）と、
　当該開放特定手段にて前記開閉体が開放状態であることが特定されたことに基づいて、
予め定められた開放報知用処理を実行する開放報知用処理実行手段（主制御装置１６２の
ＣＰＵ３１１におけるステップＳ７０８の処理を実行する機能）と、
を備えており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたとしても
、前記開放特定手段による開放特定処理の実行及び前記開放報知用処理実行手段による前
記開放報知用処理の実行を規制しないものであることを特徴とする遊技機。
【００４８】
　手段１８によれば、特別異常行為が行われ、複数種の作動制御用処理のうち少なくとも
一部の処理についてその実行が規制されている状況であっても、開閉体が開放状態である
か否かの特定が行われ、開閉体が開放状態となった場合には開放報知用処理が実行される
。例えば、規制状態において開閉体が開放状態であることの特定や開放報知用処理が実行
されない構成を想定すると、特別異常行為が行われた後に開閉体が開放状態とされたとし
ても、それに対処することができない。そうすると、当該状況において制御手段等への不
正行為が行われてしまうことが懸念される。これに対して、本手段における構成によれば
、このような不都合の発生を阻止することが可能となる。
【００４９】
　手段１９．手段１乃至１６のいずれか１において、前記制御手段及び遊技実行装置（遊
技盤８１）が搭載された遊技機本体（本体枠１３）と、当該遊技機本体に対して開閉可能
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に支持されているとともに前記遊技実行装置における遊技の様子を遊技機前方から視認可
能とする表示部（窓部２１）を有する遊技機前面体（前扉枠１４）とを備えており、
　前記制御手段は、
　前記遊技機前面体が開放状態であることを特定する前面開放特定手段（主制御装置１６
２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ７０２の処理を実行する機能）と、
　当該前面開放特定手段にて前記遊技機前面体が開放状態であることが特定されたことに
基づいて、予め定められた開放報知用処理を実行する開放報知用処理実行手段（主制御装
置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ７０３の処理を実行する機能）と、
を備えており、
　前記規制手段は、前記異常特定手段にて前記特別異常行為の発生が特定されたとしても
、前記前面開放特定手段による開放特定処理の実行及び前記開放報知用処理実行手段によ
る前記開放報知用処理の実行を規制しないものであることを特徴とする遊技機。
【００５０】
　手段１９によれば、特別異常行為が行われ、複数種の作動制御用処理のうち少なくとも
一部の処理についてその実行が規制されている状況であっても、遊技機前面体が開放状態
であるか否かの特定が行われ、遊技機前面体が開放状態となった場合には開放報知用処理
が実行される。例えば、規制状態において遊技機前面体が開放状態であることの特定や開
放報知用処理が実行されない構成を想定すると、特別異常行為が行われた後に遊技機前面
体が開放状態とされたとしても、それに対処することができない。そうすると、当該状況
において制御手段等への不正行為が行われてしまうことが懸念される。これに対して、本
手段における構成によれば、このような不都合の発生を阻止することが可能となる。
【００５１】
　手段２０．手段１乃至１９のいずれか１において、前記制御手段は、前記複数種の作動
制御用処理を実行する上で用いられる情報を記憶するとともに自身に電力が供給されてい
る間は情報の記憶保持を可能とする記憶手段（ＲＡＭ３１３）を備えており、
　外部電源から供給される電力に基づいて少なくとも前記制御手段に電力を供給する電入
中電力供給手段（電源部３２１ａ）と、
　前記外部電源からの電力供給が遮断されている状況において少なくとも前記記憶手段に
電力を供給する電断中電力供給手段（データ記憶保持用コンデンサ３２１ｃ）と、
を備えており、
　前記異常特定手段は、前記特別異常行為の発生を特定した場合に前記記憶手段に異常特
定情報を記憶させるものであり、
　前記規制手段は、前記記憶手段に前記異常特定情報が記憶されていることを確認した場
合に、前記複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制
されるようにするものであり、
　さらに、当該規制手段は、前記外部電源からの電力供給が開始された場合、規制対象の
処理の実行が開始されるよりも前のタイミングで、前記記憶手段に前記異常特定情報が記
憶されているか否かを確認するとともに、当該異常特定情報が記憶されていることを確認
した場合には前記規制対象の処理の実行が規制されるようにするものであることを特徴と
する遊技機。
【００５２】
　手段２０の遊技機では、電源遮断時において制御手段の記憶手段に記憶されていた情報
は電断中電力供給手段から電力が供給されている間は記憶保持される。また、特別異常行
為が発生した場合には記憶手段に異常特定情報が記憶され、当該異常特定情報が記憶され
ていることにより、複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実
行が規制される。
【００５３】
　この場合に、外部電源からの電力供給が開始された場合、規制対象の処理の実行が開始
されるよりも前のタイミングで、記憶手段に異常特定情報が記憶されているか否かが確認
されるとともに、異常特定情報が記憶されていることが確認された場合には規制対象の処
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理の実行が規制される。これにより、規制状態において電源が遮断されたとしても、その
後に電源が投入された場合に、規制対象の処理が実行されるよりも前のタイミングで当該
処理の実行が規制されるようにすることができる。よって、規制状態において、例えば不
正行為者が意図的に電源遮断及び電源投入を行った場合であっても、その規制状態を維持
させることが可能となる。
【００５４】
　手段２１．手段１乃至２０のいずれか１において、前記異常特定手段にて前記特別異常
行為の発生が特定されたことに基づいて、予め定められた異常報知用処理を実行する異常
報知用処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８０２及びス
テップＳ８１２の処理を実行する機能）を備えており、
　前記規制手段は、前記複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてそ
の実行が規制されるようにする場合、当該規制を前記異常報知用処理実行手段により前記
異常報知用処理が実行されるよりも前のタイミングで開始するものであることを特徴とす
る遊技機。
【００５５】
　手段２１によれば、特別異常行為の発生が特定された場合には、異常報知用処理が実行
されるため、当該特別異常行為が行われた事実を、遊技ホールの管理者等に知らせること
が可能となる。この場合に、特別異常行為の発生が特定された場合には、異常報知用処理
よりも優先して、複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行
が規制されることとなる。これにより、不正に特典を得ようとする行為を極力早く阻止す
ることが可能となる。
【００５６】
　手段２２．遊技球が流下する遊技領域と、
　当該遊技領域に向けて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、
　遊技球を発射させるべく操作される発射操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、
　前記発射操作手段の操作に基づいて、前記遊技球発射手段による遊技球の発射を実行さ
せるべく予め定められた発射制御処理を実行する発射制御処理実行手段（主制御装置１６
２のＣＰＵ３１１における遊技球発射制御処理を実行する機能）と、
を備えており、
　前記遊技領域に設けられた入球部（一般入賞口８２、可変入賞装置８３、作動口８４）
に遊技球が入球したことに基づいて、特典が付与される遊技機において、
　遊技機に対する異常行為として予め定められた特別異常行為の発生を検知する異常検知
手段（磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６、振動検知センサ１０７）と、
　当該異常検知手段にて前記特別異常行為の発生が検知されたことに基づいて、前記発射
制御処理実行手段による前記発射制御処理の実行が規制されるようにする規制手段（主制
御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８０１の処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００５７】
　手段２２の遊技機では、発射操作手段が操作されたことに基づいて遊技領域に向けて遊
技球が発射される。そして、遊技領域に設けられた入球部に遊技球が入球することに基づ
いて特典が付与される。当該構成において、特別異常行為が行われた場合には、制御手段
における発射制御処理の実行が規制される。これにより、その後に遊技の続行が不可とな
り、遊技が進行しないように規制される。よって、特別異常行為を行うことで不正に利益
を得ようとする行為を阻止することが可能となる。
【００５８】
　手段２３．予め定められた特定状況の発生を検知する特定状況検知手段（入賞口センサ
１５２、カウントセンサ１５３、作動口センサ１５４）と、
　当該特定状況検知手段から入力した入力情報を監視する入力監視処理を実行する入力監
視処理実行手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における読み込み処理を実行する機能
）と、
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を備えており、
　当該入力監視処理実行手段による前記入力監視処理の結果に基づいて、作動が制御され
る遊技機において、
　遊技機に対する異常行為として予め定められた特別異常行為の発生を検知する異常検知
手段（磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６、振動検知センサ１０７）と、
　当該異常検知手段にて前記特別異常行為の発生が検知されたことに基づいて、前記入力
監視処理実行手段による前記入力監視処理の実行が規制されるようにする規制手段（主制
御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８０１の処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００５９】
　手段２３の遊技機では、特定状況検知手段の検知結果に基づいて作動が制御される。当
該構成において、特別異常行為が行われた場合には、制御手段における入力監視処理の実
行が規制される。これにより、その後に遊技が進行しないように規制することが可能とな
り、特別異常行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止することが可能とな
る。
【００６０】
　手段２４．複数種の作動制御用処理を実行する制御手段（主制御装置１６２）を備え、
　当該制御手段により前記複数種の作動制御用処理が実行されることにより、作動が制御
されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特典が付
与される遊技機において、
　遊技機に対する行為として予め定められた特別行為の発生を検知する特別行為検知手段
（磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６、振動検知センサ１０７）を備え、
　前記制御手段は、
　前記特別行為検知手段の検知結果に基づいて、前記特別行為の発生を特定する特別行為
特定手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１における不正監視処理を実行する機能）と、
　当該特別行為特定手段にて前記特別行為の発生が特定されたことに基づいて、前記特典
遊技結果が発生しないように又は当該特典遊技結果に対応した特典が付与されないように
、前記複数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制され
るようにする規制手段（主制御装置１６２のＣＰＵ３１１におけるステップＳ８０１の処
理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００６１】
　手段２４によれば、制御手段にて複数種の作動制御用処理が実行されることで、作動が
制御されるとともに遊技結果が予め定められた特典遊技結果となったことに基づいて特典
が付与される。この場合に、予め定められた特別行為が行われた場合には、特典遊技結果
が発生しないように又は当該特典遊技結果に対応した特典が付与されないように、上記複
数種の作動制御用処理のうち少なくとも一部の処理についてその実行が規制される。これ
により、特別行為を行うことで不正に利益を得ようとする行為を阻止することが可能とな
る。
【００６２】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【００６３】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、そ
の発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（内，外レール部１０１，１０２）と
、遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の入球部（
各種スイッチ１５２～１５４）に遊技球が入球した場合に遊技者に特典を付与する遊技機
。
【００６４】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
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始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、そ
の停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　（第１の実施の形態）
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び
図３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図、図４はパチンコ機１０の背面
図である。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００６６】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部（遊技機主体）１２とを有する。外枠
１１は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチン
コ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される
。
【００６７】
　遊技機主部１２は、ベース体としての本体枠（遊技機本体の一部）１３と、その本体枠
１３の前方に配置される前扉枠（遊技機前面体）１４と、本体枠１３の後方に配置される
裏パックユニット（遊技機本体の一部）１５とを備えている。遊技機主部１２のうち本体
枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細には、正面視で左側を回動基
端（開閉基端）側とし右側を回動先端（開閉先端）側として本体枠１３が前方へ回動可能
とされている。
【００６８】
　本体枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視
で左側を回動基端（開閉基端）側とし右側を回動先端（開閉先端）側として前方へ回動可
能とされている。また、本体枠１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回
動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端（開閉基端）側とし右側を回動先端（
開閉先端）側として後方へ回動可能とされている。
【００６９】
　次に、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１～図３を参照すると
ともに、前扉枠１４の背面の構成については図５を参照する。図５は、前扉枠１４の背面
図である。
【００７０】
　前扉枠１４は本体枠１３の前面側全体を覆うようにして設けられている。前扉枠１４に
は後述する遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部２１が形
成されている。窓部２１は、略楕円形状をなし、透明性を有するガラス２２が嵌め込まれ
ている。窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部
２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２３が設けられている。環
状電飾部２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯
や点滅が行われる。また、環状電飾部２３の中央であってパチンコ機１０の最上部には所
定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２４が設けられ、さらにその左右側方には賞
球払出中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられている。また、左右の賞球ランプ部２５
に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２６が設けら
れている。
【００７１】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。上皿３３は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
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ながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３
３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００７２】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設
けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【００７３】
　前扉枠１４の背面には、図２及び図５に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じ
る前扉側上皿通路５１と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路５２とが形成されている。通
路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部５
３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉側上
皿通路５１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉側上皿通路５１及
び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路５
１に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路５２に入った遊技球は下皿３４に
導かれる。
【００７４】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図５の右側）には、その上端部及び下端部に突
起軸６１，６２が設けられている。これら突起軸６１，６２は本体枠１３に対する組付機
構を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側（図５の左側）には、図２に
示すように、後方に延びる鉤金具６３が上下方向に複数並設されている。これら鉤金具６
３は本体枠１３に対する施錠機構を構成する。
【００７５】
　次に、本体枠１３について詳細に説明する。図６は本体枠１３の正面図である。
【００７６】
　本体枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７１を主体に構成され
ている。樹脂ベース７１の前面における回動基端側（図６の左側）には、その上端部及び
下端部に支持金具７２，７３が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７２，
７３には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入され
ることにより、本体枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
【００７７】
　樹脂ベース７１の前面における回動先端側（図６の右側）には、前扉枠１４の背面に設
けられた鉤金具６３を挿入するための挿入孔７４がそれぞれ設けられている。本パチンコ
機１０では、本体枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１３の背
面側に隠れて配置される構成となっている。したがって、鉤金具６３が挿入孔７４を介し
て施錠装置に係止されることによって、前扉枠１４が本体枠１３に対して開放不能に施錠
される。
【００７８】
　樹脂ベース７１の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７５が設
置されている。シリンダ錠７５は施錠装置に一体化されており、シリンダ錠７５の鍵穴に
差し込んだキーを右に回すと本体枠１３に対する前扉枠１４の施錠が解かれるようになっ
ている。なお、シリンダ錠７５の鍵穴に差し込んだキーを左に回すと外枠１１に対する本
体枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【００７９】
　樹脂ベース７１の上部には、図２及び図６に示すように、前扉枠１４が開放されている
か否か（又は閉鎖されているか否か）を検知する前面体開閉検知手段としての前扉枠開放
スイッチ７８が設けられている。前扉枠開放スイッチ７８は、樹脂ベース７１の前面から
出没可能なピンを有しており、本体枠１３に対して前扉枠１４を閉じた状態ではピンが押
し込まれて前扉枠１４の閉鎖が検知され、本体枠１３に対して前扉枠１４を開いた状態で
はピンが突出位置に戻って前扉枠１４の開放が検知されるようになっている。なお、前面



(16) JP 2009-77793 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

体開閉検知手段としては、前扉枠１４が開放されているか否かを検知することができるの
であれば具体的な構成は任意であり、例えば、フォトセンサなどを用いてもよい。また、
前扉枠開放スイッチ７８の配置位置も任意であり、例えば、樹脂ベース７１の回動先端側
に配置してもよい。
【００８０】
　樹脂ベース７１の中央部には略楕円形状の窓孔７６が形成されている。樹脂ベース７１
には遊技盤８１が着脱可能に取り付けられている。遊技盤８１は合板よりなり、遊技盤８
１の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース７１の窓孔７６を通じて本体枠１３の前面側
に露出した状態となっている。
【００８１】
　ここで、遊技盤８１の構成を図７及び図８に基づいて説明する。
【００８２】
　遊技盤８１には、ルータ加工が施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開
口部が形成されている。各開口部には一般入賞口８２、可変入賞装置８３及び可変表示ユ
ニット８６等がそれぞれ設けられている。その他に、遊技盤８１の最下部にはアウト口８
７が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８７を通って遊技領
域から排出される。また、遊技盤８１には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するた
めに多数の釘８８が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されている
。
【００８３】
　一般入賞口８２は、左右にそれぞれ２個ずつ合計４個設けられている。一般入賞口８２
に遊技球が入ると、それが後述する検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて
所定数の賞球の払い出しが実行される。
【００８４】
　可変表示ユニット８６には、図柄を可変表示する図柄表示装置９１が設けられていると
ともに、図柄表示装置９１を囲むようにしてセンターフレーム９２が配設されている。
【００８５】
　センターフレーム９２は、図柄表示装置９１の上方及び左右の側方を囲む屋根ユニット
１７１と、図柄表示装置９１の下方に配設されたステージユニット１７２とを備えている
。屋根ユニット１７１には、当該屋根ユニット１７１の上枠部に球入口１７３を有し当該
球入口１７３に入った遊技球をステージユニット１７２上に導く一対のステージ誘導通路
（ワープ通路）が形成されている。球入口１７３に遊技球が入ることにより、その遊技球
がステージユニット１７２上に誘導される。但し、球入口１７３の周辺には複数の釘８８
が配設されており、球入口１７３への入球が頻繁に発生しないように構成されている。
【００８６】
　ステージユニット１７２はその上面に、図８に示すように、遊技球が転動可能な転動面
１７４を有している。転動面１７４は、遊技球２個分程度の幅を有し、中央部を中心とし
て左右対称な滑らかな流線形状となっている。具体的には、転動面１７４は、中央部が上
方に盛り上がった山部１７５となっており、その左右は下方に凹んだ谷部１７６となって
おり、また左右両端は中央部よりも上方に位置する。
【００８７】
　谷部１７６は、前方に向けて下方に傾斜した形状をなしている。十分に減速された状態
で谷部１７６上に到達した遊技球は、図８（ａ）に示すように、谷部１７６の傾斜により
誘導されて、谷部１７６の前縁からステージユニット１７２の下方に排出される。
【００８８】
　また、山部１７５の頂部には、前後方向に延び、前方に向けて下方に傾斜した形状をな
す前方誘導路１７７と、前後方向に延び、後方に向けて下方に傾斜した形状をなす後方誘
導路１７８とが一体形成されている。十分に減速された状態で前方誘導路１７７上に到達
した遊技球は、図８（ｂ）に示すように、当該前方誘導路１７７の傾斜により誘導されて
、転動面１７４の前縁からステージユニット１７２の下方に排出される。一方、十分に減
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速された状態で後方誘導路１７８上に到達した遊技球は、図８（ｃ）に示すように、当該
後方誘導路１７８の傾斜により誘導されて、転動面１７４の後縁へ誘導される。そして、
この誘導される位置には、作動口８４が設けられている。
【００８９】
　作動口８４に遊技球が入ると、それが後述する検知センサにより検知され、その検知結
果に基づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。また、作動口８４への入球に基づい
て、後述する主制御装置にて大当たり状態（特別遊技状態）を発生させるか否かの抽選が
行われる。この当選確率は５０分の１となっている。
【００９０】
　図柄表示装置９１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
作動口８４への入賞をトリガとして図柄を可変表示する。図柄表示装置９１は、後述する
表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置９１には、例えば左、中及び右
に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにして変動表
示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の組合せの
図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生すること
となる。なお、図柄表示装置９１としては液晶表示装置が設けられているが、これに限定
されることはなく、有機ＥＬ表示装置、プラズマ表示装置及びＣＲＴなどを用いてもよい
。
【００９１】
　センターフレーム９２の上部には、特定ランプ部９３及び保留ランプ部９５が設けられ
ている。特定ランプ部９３では、作動口８４への入賞をトリガとして所定の順序で発光色
の切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には大当たりが発生する。
また、保留ランプ部９５は、図柄表示装置９１及び特定ランプ部９３に対応しており、遊
技球が作動口８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９５の点灯によっ
てその保留個数が表示されるようになっている。
【００９２】
　可変入賞装置８３は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置８３の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）
を上限として可変入賞装置８３が繰り返し開放されるものが一般的である。
【００９３】
　ここで、本パチンコ機１０では遊技盤８１に、図７に示すように、異常検知手段として
、磁気検知センサ１０５と、フォトセンサ１０６と、振動検知センサ１０７とが設けられ
ている。
【００９４】
　磁気検知センサ１０５は、球入口１７３周辺における遊技盤８１の背面側に設置されて
いる。上記のとおり球入口１７３は作動口８４が設けられたステージユニット１７２上へ
の遊技球の誘導口となっているため、ガラス２２の前方において球入口１７３周辺に磁石
を近づけ、不正に球入口１７３へと遊技球を誘導させようとする行為が想定される。これ
に対して、磁気検知センサ１０５が設けられていることにより、上記磁石を用いた不正行
為が行われた場合に、それを検知することが可能となる。磁気検知センサ１０５は後述す
る主制御装置と電気的に接続されており、磁気検知センサ１０５の検知結果は主制御装置
に入力される。なお、磁気検知センサ１０５の位置は、上記のものに限定されることはな
く、例えば、上記磁石を用いて一般入賞口８２への入賞を不正に行わせようとする不正行
為を抑制すべく、一般入賞口８２周辺に磁気検知センサ１０５を配置してもよい。
【００９５】
　フォトセンサ１０６は、球入口１７３周辺における遊技盤８１の前面側に設置されてい
る。上記のように磁石を用いた不正行為が行われる場合、その行為を磁気検知センサ１０
５では検知できないことが考えられる。これに対して、フォトセンサ１０６が設けられて
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いることにより、球入口１７３周辺に相当するガラス２２の前方において所定期間に亘っ
て手などが待機された場合に、それを検知することが可能となる。フォトセンサ１０６は
後述する主制御装置と電気的に接続されており、フォトセンサ１０６の検知結果は主制御
装置に入力される。なお、フォトセンサ１０６に代えて、測距センサを用いてもよい。
【００９６】
　振動検知センサ１０７は、遊技盤８１の背面側に設置されている。上記のとおりステー
ジユニット１７２の転動面１７４上を転動する遊技球は、基本的に十分に減速された状態
で後方誘導路１７８上に到達することで、作動口８４へ誘導される。この場合、前扉枠１
４を叩く等してパチンコ機１０に振動を与えることにより、転動面１７４上を転動してい
る遊技球を強引に作動口８４に入れさせようとする行為が想定される。これに対して、振
動検知センサ１０７が設けられていることにより、上記振動を与えることによる不正行為
が行われた場合に、それを検知することが可能となる。振動検知センサ１０７は後述する
主制御装置と電気的に接続されており、振動検知センサ１０７の検知結果は主制御装置に
入力される。なお、振動検知センサ１０７の配置位置は上記のものに限定されることはな
く、前扉枠１４、樹脂ベース７１又は裏パックユニット１５に振動検知センサ１０７を配
置してもよい。
【００９７】
　遊技盤８１には、内レール部１０１と外レール部１０２とが取り付けられており、これ
ら内レール部１０１と外レール部１０２とにより誘導レールが構成され、遊技球発射機構
から発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【００９８】
　遊技球発射機構１１０は、図６に示すように、樹脂ベース７１における窓孔７６の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構１１０は、電磁式のソレノイド１１１と、発射レ
ール１１２と、球送り機構１１３とからなり、ソレノイド１１１への電気的な信号の入力
により当該ソレノイド１１１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構１１３によって発
射レール１１２上に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【００９９】
　発射レール１１２と遊技盤８１に取り付けられた内，外レール部１０１，１０２との間
には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方には前扉枠１４の通路形成ユニット５０に
形成されたファール球通路５５が配設されている。したがって、仮に遊技球発射機構１１
０から発射された遊技球が遊技領域の上部に到達せずに、内，外レール部１０１，１０２
によって構成される誘導レールを逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路
５５内に入る。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、ファール球通路
５５に入った遊技球は下皿３４に排出される。
【０１００】
　樹脂ベース７１において発射レール１１２の左方には、樹脂ベース７１を前後方向に貫
通させて通路形成部１２１が設けられている。通路形成部１２１には本体側上皿通路１２
２と本体側下皿通路１２３とが形成されている（図９参照）。本体側上皿通路１２２及び
本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成
部１２１の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユニット５０の受口部５３が入
り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上皿通路５１が配置され、本体側
下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路５１が配置されている。
【０１０１】
　樹脂ベース７１において通路形成部１２１の下方には、図６に示すように、本体側上皿
通路１２２及び本体側下皿通路１２３を開閉する開閉部材１２４が取り付けられている。
開閉部材１２４はその下端に設けられた支軸１２５により前後方向に回動可能に支持され
ており、さらに本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３を閉鎖する前方位置に付
勢する図示しない付勢部材が設けられている。したがって、前扉枠１４を本体枠１３に対
して開いた状態では開閉部材１２４が図示の如く起き上がり、本体側上皿通路１２２及び
本体側下皿通路１２３を閉鎖する。これにより、本体側上皿通路１２２又は本体側下皿通
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路１２３に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１４を開放した場合、その貯留球がこぼ
れ落ちてしまうといった不都合が防止できる。これに対し、前扉枠１４を閉じた状態では
、前扉枠１４の通路形成ユニット５０に設けられた受口部５３により付勢力に抗して開閉
部材１２４が押し開けられる。この状態では、本体側上皿通路１２２と前扉側上皿通路５
１とが連通し、さらに本体側下皿通路１２３と前扉側下皿通路５２とが連通している。
【０１０２】
　次に、本体枠１３の背面構成について説明する。図９は本体枠１３の背面図である。
【０１０３】
　樹脂ベース７１の背面における回動先端側（図９の左側）には、施錠装置１３１が設け
られており、シリンダ錠７５におけるキー操作に対して施錠装置１３１が連動し、本体枠
１３及び前扉枠１４の解錠が行われる。
【０１０４】
　樹脂ベース７１の背面における回動基端側（図９の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により本体枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可
能に取り付けられている。また、樹脂ベース７１の背面には、裏パックユニット１５を本
体枠１３に締結するための被締結孔１３４が設けられている。
【０１０５】
　樹脂ベース７１の背面には、係止金具１３５が複数設けられており、これら係止金具１
３５によって上述したように樹脂ベース７１に対して遊技盤８１が取り付けられている。
ここで、遊技盤８１の背面の構成を説明する。図１０は遊技盤８１を後方より見た斜視図
、図１１は遊技盤８１から主制御装置ユニット１６０を取り外した状態を示す背面図であ
る。
【０１０６】
　遊技盤８１の中央に配置される可変表示ユニット８６には、センターフレーム９２を背
後から覆う合成樹脂製のフレームカバー１４１が後方に突出させて設けられており、フレ
ームカバー１４１に対して後側から上述した図柄表示装置９１が取り付けられるとともに
、その図柄表示装置９１を駆動するための表示制御装置が取り付けられている（図示は省
略）。これら図柄表示装置９１及び表示制御装置は前後方向に重ねて配置され（図柄表示
装置が前、表示制御装置が後）、さらにその後方に音声ランプ制御装置ユニット１４２が
搭載されている。音声ランプ制御装置ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、
取付台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４
３が装着されている。
【０１０７】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【０１０８】
　遊技盤８１の背面には、図１１に示すように、可変表示ユニット８６の下方に集合板ユ
ニット１５０が設けられている。集合板ユニット１５０には、各種入賞口に入賞した遊技
球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するための
入賞検知機構などが設けられている。
【０１０９】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット１５０には、前記一般入賞口８２
、可変入賞装置８３、作動口８４の遊技盤開口部に対応して且つ下流側で１カ所に集合す
る回収通路１５１が形成されている。したがって、一般入賞口８２等に入賞した遊技球は
何れも回収通路１５１を介して遊技盤８１の下方に集合する。遊技盤８１の下方には後述
する排出通路があり、回収通路１５１により遊技盤８１の下方に集合した遊技球は排出通
路内に導出される。なお、アウト口８７も同様に排出通路に通じており、何れの入賞口に
も入賞しなかった遊技球もアウト口８７を介して排出通路内に導出される。
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【０１１０】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット１５０には、遊技盤８１表側の各一
般入賞口８２と対応する位置にそれぞれ入賞口スイッチ１５２ａ～１５２ｄが設けられて
いる。また、可変入賞装置８３と対応する位置にカウントスイッチ１５３が設けられ、作
動口８４に対応する位置に作動口スイッチ１５４が設けられている。これらスイッチ１５
２～１５４により遊技球の入賞がそれぞれ検知される。
【０１１１】
　遊技盤８１の背面には、集合板ユニット１５０を後側から覆うようにして主制御装置ユ
ニット１６０が搭載されている。主制御装置ユニット１６０の構成について図１２を用い
て説明する。図１２は主制御装置ユニット１６０の構成を示す斜視図である。
【０１１２】
　主制御装置ユニット１６０は、合成樹脂製の取付台１６１を有し、取付台１６１に主制
御装置１６２が搭載されている。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る主制御基
板と、電源を監視する停電監視基板とを具備しており、これら基板が透明性を有する基板
ボックス１６３に収容されて構成されている。なお、この透明性は内部の基板及び当該基
板に搭載された搭載部品が視認可能な程度となっている。
【０１１３】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としての封印部（カシメ）１６４によって開封不能に
連結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。封印部１６４は、基板ボッ
クス１６３の長辺部に５つ設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて封印処理が行
われる。
【０１１４】
　封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば
任意の構成が適用できるが、ベース側の第１封印部（第１結合部）とカバー側の第２封印
部（第２結合部）とを有し、これら第１封印部及び第２封印部に形成された長孔に係止爪
を挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっ
ている。封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不
正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一
旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、５つの封印部１
６４のうち、少なくとも一つの長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。
そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス
１６３を開封する場合には、係止爪が挿入された封印部と他の封印部との連結部分を切断
する。これにより、基板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され
、内部の主制御基板を取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の封印
部の長孔に係止爪を挿入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴（痕跡）を当
該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行
われた旨が容易に発見できる。
【０１１５】
　また、基板ボックス１６３には、図９に示すように、封印シール１６７が貼り付けられ
ている。封印シール１６７はボックスベースとボックスカバーとの境界を跨ぐようにして
貼り付けられており、一旦貼り付けた後に剥がすと、接着層が基板ボックス１６３側に残
りその痕跡が残るとともに、その剥がした封印シール１６７は再貼り付け不可となる。
【０１１６】
　つまり、基板ボックス１６３は不正な開放を抑制するように結合構造（結合手段）が設
けられているとともに、その結合構造により、基板ボックス１６３が開放された場合の痕
跡を残す開放痕跡手段としての機能が果たされる。また、当該結合構造とは別に、基板ボ
ックス１６３が開放された場合の痕跡を残す開放痕跡手段が設けられている。これにより
、基板ボックス１６３の不正な開放が抑制され、基板ボックス１６３内の制御基板等に対
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する不正行為が行いづらくなっている。
【０１１７】
　基板ボックス１６３の一方の短辺部には、その側方に突出するようにして複数の結合片
１６５が設けられている。これら結合片１６５は、取付台１６１に形成された複数の被結
合片１６６と１対１で対応しており、結合片１６５と被結合片１６６とにより基板ボック
ス１６３と取付台１６１との間で封印処理が行われる。
【０１１８】
　また、主制御装置１６２にはクリアスイッチ１６９が設けられている。本パチンコ機１
０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を
保持し、停電からの復電の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。したがっ
て、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状
態が記憶保持されるが、クリアスイッチ１６９を押しながら電源を投入すると、ＲＡＭデ
ータが初期化されるようになっている。また、本パチンコ機１０では所定の不正を検知し
た場合に、それに対する不正特定状態の設定が行われることとなるが、その設定の解除を
行う場合にもクリアスイッチ１６９が操作される。これについては、後に詳細に説明する
。
【０１１９】
　ここで、クリアスイッチ１６９は押しボタン式となっており、押圧部が基板ボックス１
６３の表面にて露出するように配置されている。また、クリアスイッチ１６９は基板ボッ
クス１６３内に収容された停電監視基板と電気配線を通じて電気的に接続されているが、
当該電気配線は基板ボックス１６３外に露出しておらず、当該基板ボックス１６３内に収
容されている。なお、停電監視基板はクリアスイッチ１６９の電気信号を中継するだけで
あり、当該電気信号は最終的に主制御基板に入力される。この場合に、停電監視基板と主
制御基板とを電気的に接続する電気配線も基板ボックス１６３内に収容されている。ちな
みに、上記構成又は基板ボックス１６３内に停電監視基板が収容されていない構成におい
て、クリアスイッチ１６９からの電気配線を主制御基板に直接接続するようにしてもよい
。
【０１２０】
　例えば、クリアスイッチ１６９が主制御装置１６２以外に搭載されている又は上記電気
配線が基板ボックス１６３外に露出している構成では、クリアスイッチ１６９から上記停
電監視基板への信号経路に対して不正基板を介在させることにより、実際にはクリアスイ
ッチ１６９が操作されていないにも関わらず、不正基板から操作検知信号を出力させる不
正行為が想定される。そうすると、上記不正特定状態の設定の解除が、クリアスイッチ１
６９の操作を介することなく行われてしまうおそれがある。これに対して、本パチンコ機
１０では、クリアスイッチ１６９からの電気配線が基板ボックス１６３内に収容されてお
り、当該基板ボックス１６３には上記のとおり結合構造が設けられているため、上記不正
基板を介在させる行為を阻止することが可能となる。また、基板ボックス１６３には上記
のとおり開放痕跡手段が設けられていることにより、上記不正基板を介在させる行為を思
い留まらせることが可能であるとともに、当該行為が行われた場合にはその発見を比較的
容易に行うことが可能である。
【０１２１】
　なお、基板ボックス１６３に、結合の解除に際して痕跡が残ることとなる結合手段と、
剥がす際に痕跡が残ることとなる封印シールとの両方を設けることは必須のことではなく
、いずれか一方のみが設けられた構成としてもよい。例えば、封印シール１６７のみが設
けられた構成においては、上記結合手段に代えて、着脱自在なネジなどを用いてもよい。
【０１２２】
　次に、裏パックユニット１５について説明する。図１３は裏パックユニット１５の正面
図、図１４は裏パックユニット１５の分解斜視図である。
【０１２３】
　裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して
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、払出機構部２０２、排出通路盤２０３、及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けら
れている。裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、払出機構部
２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形
状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び上面が閉鎖
され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８６を囲むのに
十分な大きさを有する。
【０１２４】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板２１３が設けられている。外部端子板２
１３には、本体枠１３の開放時に信号出力するための出力端子、前扉枠１４の開放時に信
号出力するための出力端子、大当たり中（特別遊技状態中）に信号出力するための出力端
子、及び特定ランプ部（特定表示部）９３における１遊技回分の発光色の切換表示が終了
した場合に信号出力するための出力端子が設けられている。そして、これらの出力端子を
通じて、遊技ホール側の管理制御装置（又はホールコンピュータ）に対してパチンコ機１
０側の状態に関する信号が出力される。
【０１２５】
　ここで、特定ランプ部９３に対応した出力端子は、１遊技回が終了した場合にそれを示
す信号出力を行う機能を有しているのであれば、発光色の切換表示が終了した場合に信号
出力するものでなくてもよい。この場合に、１遊技回とは、作動口（抽選契機入球部）８
４への一の入賞に基づいて抽選が行われた場合に、その抽選結果を示す表示が開始されて
から終了するまでのことをいう。
【０１２６】
　また、大当たり中に上記遊技回が開始されることはなく、基本的には、大当たり中の信
号出力と、１遊技回が終了した場合の信号出力とが同時に起こることはない。但し、後述
する不正発生が主制御装置にて特定された場合には、これら信号出力が同時に行われる。
これにより、遊技ホール側の管理制御装置では、これら信号を同時に入力した場合、パチ
ンコ機１０側において不正が検知されていることが把握される。
【０１２７】
　つまり、外部端子板２１３には、同時に発生することのない第１状況と第２状況とに対
して個別に第１出力端子と第２出力端子が設けられているとともに、上記第１状況及び第
２状況のいずれでもない第３状況が発生した場合には、第１出力端子及び第２出力端子の
両方から信号出力を行うようにしている。これにより、外部端子板２１３の端子数を少な
く抑えることが可能となり、パチンコ機１０のコスト低減が図られるとともに、遊技ホー
ル側の管理制御装置においても入力端子数の削減が図られることに伴ってコストの削減が
図られる。なお、上記第３状況を、上記のような不正を検知した状況に代えて、予め定め
られた異常を検知した状況としてもよい。
【０１２８】
　ベース部２１１には、外部端子板２１３よりも外側に、本体枠１３が開放されているか
否か（又は閉鎖されているか否か）を検知する本体開閉検知手段としての本体枠開放スイ
ッチ２３０が設けられている。外枠１１に対して本体枠１３を閉じた状態では当該スイッ
チ２３０の金属接点が閉じて本体枠１３の閉鎖が検知され、外枠１１に対して本体枠１３
を開いた状態では金属接点が開いて本体枠１３の開放が検知されるようになっている。な
お、本体開閉検知手段としては、本体枠１３が開放されているか否かを検知することがで
きるのであれば具体的な構成は任意であり、例えば、フォトセンサなどを用いてもよい。
また、本体枠開放スイッチ２３０の配置位置も任意であり、例えば、本体枠１３側に設け
てもよく、この場合、本体枠１３の回動先端側に配置してもよい。
【０１２９】
　また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン２
１４が設けられており、掛止ピン２１４を本体枠１３に設けられた前記軸受け部１３３に
挿通させることで、裏パックユニット１５が本体枠１３に対して回動可能に支持されてい
る。また、ベース部２１１には、本体枠１３に設けられた被締結孔１３４に対して締結す
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るための締結具２１５が設けられており、当該締結具２１５を被締結孔１３４に嵌め込む
ことで本体枠１３に対して裏パックユニット１５が固定されている。
【０１３０】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。すなわち、裏パック２０１の最上部には上方に開口したタンク２２１が設
けられており、タンク２２１には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給さ
れる。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が
連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結
されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。払出
装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置２２４の下流側に設けられた図示し
ない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２１１に設けられた遊技球分配部２２
５に供給される。
【０１３１】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿３３、下皿３４
又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部２２６が上
述した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１を介して上皿３３に通じ、中央の開
口部２２７が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路５２を介して下皿３４に通じ、外
側の開口部２２８が排出通路に通じるように形成されている。
【０１３２】
　払出機構部２０２には、裏パック基板２２９が設置されている。裏パック基板２２９に
は、例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ２２９ａの切替操作により
電源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１３３】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤２０３及
び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤２０３は、制御装置集
合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路２３１が形成されており、当
該排出通路２３１の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通
路２３１は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した
回収通路１５１等から排出通路２３１に導出された遊技球は当該排出通路２３１を通るこ
とでパチンコ機１０外部に排出される。
【０１３４】
　制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に
払出制御装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とが搭載されている。これら払出制御
装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパチンコ機１０後
方となるように前後に重ねて配置されている。
【０１３５】
　払出制御装置２４２は、基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出制御基
板が収容されている。なお、払出制御装置２４２から払出装置２２４への払出指令の信号
は上述した裏パック基板２２９により中継される。また、払出制御装置２４２には状態復
帰スイッチ２４５が設けられている。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【０１３６】
　電源及び発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電力が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。
【０１３７】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図１５のブロック図に基づいて説明する
。図１５では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
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【０１３８】
　主制御装置１６２には、主制御基板３０１と停電監視基板３０３とが内蔵されている。
主制御基板３０１には、ＣＰＵ３１１が搭載されている。
【０１３９】
　ＣＰＵ３１１には、当該ＣＰＵ３１１により実行される各種の制御プログラムや固定値
データを記憶したＲＯＭ３１２（不揮発性情報記憶手段）と、そのＲＯＭ３１２内に記憶
される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリで
あるＲＡＭ３１３（揮発性情報記憶手段）と、割込回路やタイマ回路、データ入出力回路
などの各種回路が内蔵されている。なお、ＣＰＵ３１１、ＲＯＭ３１２及びＲＡＭ３１３
がそれぞれ個別に１チップ化された構成としてもよい。
【０１４０】
　ＲＡＭ３１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置２４
３に設けられた電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデー
タが保持される構成となっている。
【０１４１】
　ＣＰＵ３１１には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＣＰＵ３１
１の入力側には、主制御装置１６２に設けられた停電監視基板３０３、払出制御装置２４
２に設けられた払出制御基板３２２及びその他スイッチ群などが接続されている。この場
合に、停電監視基板３０３には電源及び発射制御基板３２１が接続されており、ＣＰＵ３
１１（主制御基板３０１）には停電監視基板３０３を介して電力が供給される。また、上
記スイッチ群の一部として、磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６及び振動検知セ
ンサ１０７の各検知結果（各検知信号）がＣＰＵ３１１に入力されるとともに、前扉枠開
放スイッチ７８及び本体枠開放スイッチ２３０の各検知結果（各検知信号）がＣＰＵ３１
１に入力される。さらには、主制御装置１６２に設けられたクリアスイッチ１６９の操作
検知結果（操作検知信号）がＣＰＵ３１１に入力される。
【０１４２】
　一方、ＣＰＵ３１１の出力側には、停電監視基板３０３、払出制御基板３２２及び中継
端子板３２３が接続されている。払出制御基板３２２には、賞球コマンドなどといった各
種コマンドが出力される。中継端子板３２３を介して主制御基板３０１から音声ランプ制
御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板３２４に対して各種コマンドなどが出力さ
れる。
【０１４３】
　停電監視基板３０３は、主制御基板３０１と電源及び発射制御基板３２１とを中継し、
また電源及び発射制御基板３２１から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電
圧を監視する。そして、この電圧が２２ボルト未満になると電源遮断の発生と判断し、主
制御基板３０１に対して停電信号を出力する。主制御基板３０１では、この停電信号の入
力を確認することにより、その確認結果に基づいて後述する停電時処理（電断時処理）を
実行する。
【０１４４】
　払出制御基板３２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＣＰＵ３３１は、そのＣＰＵ３３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ３３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ３
３３とを備えている。
【０１４５】
　払出制御基板３２２のＲＡＭ３３３は、主制御基板３０１のＲＡＭ３１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持
用電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
【０１４６】
　払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１には、入出力ポートが設けられている。ＣＰＵ３３
１の入力側には、主制御基板３０１、電源及び発射制御基板３２１、及び裏パック基板２
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２９が接続されている。また、ＣＰＵ３３１の出力側には、主制御基板３０１及び裏パッ
ク基板２２９が接続されている。
【０１４７】
　電源及び発射制御基板３２１は、電源部３２１ａと発射制御部３２１ｂとを備えている
。電源部３２１ａは、例えば、遊技ホール等における商用電源（外部電源）に接続されて
いる。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板３０１や払出
制御基板３２２等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作
電力を二重線矢印で示す経路を通じて主制御基板３０１や払出制御基板３２２等に対して
供給する。その概要としては、電源部３２１ａは、裏パック接続基板２２９を介して供給
される交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための＋１２
Ｖ電力、ロジック用の＋５Ｖ電力などを生成し、これら＋１２Ｖ電力、＋５Ｖ電力を主制
御基板３０１や払出制御基板３２２等に対して供給する。
【０１４８】
　発射制御部３２１ｂは、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作にしたがって遊技
球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は所定の発射条件
が整っている場合に駆動される。
【０１４９】
　また、電源及び発射制御基板３２１には、データ記憶保持用コンデンサ３２１ｃが搭載
されている。データ記憶保持用コンデンサ３２１ｃは、電源部３２１ａが接続されており
、パチンコ機１０の電源がＯＮ状態の場合には蓄電される。また、データ記憶保持用コン
デンサ３２１ｃは主制御基板３０１におけるＣＰＵ３１１のＶＢＢ端子に接続されており
、パチンコ機１０の電源がＯＦＦ状態の場合や商用電源における停電発生時等といった電
源遮断状態では、データ記憶保持用コンデンサ３２１ｃから放電されＲＡＭ３１３に対し
てデータ記憶保持用電力が供給される。よって、かかる状況であっても、データ記憶保持
用コンデンサ３２１ｃからデータ記憶保持用電力が供給されている間はＲＡＭ３１３に記
憶されたデータが消去されることなく保持される。ちなみに、データ記憶保持用コンデン
サ３２１ｃの容量は比較的大きく確保されており、電源遮断前にＲＡＭ３１３に記憶され
ていた情報は所定の期間内（例えば、１日や２日）保持される。
【０１５０】
　なお、電源及び発射制御基板３２１には、上記データ記憶保持用コンデンサ３２１ｃと
は異なる停電時処理用コンデンサが設けられている。電源及び発射制御基板３２１では、
直流安定２４ボルトの電源が２２ボルト未満になった後においても、停電時処理用コンデ
ンサから放電することにより、後述する停電時処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆
動電源である５ボルトの出力を正常値に維持するように構成されている。これにより、主
制御基板３０１などは、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【０１５１】
　音声ランプ制御基板３２４は、各種ランプ部２３～２５やスピーカ部２６、及び表示制
御装置３２５を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ３４１は、そのＣＰＵ３４１
により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ３４２と、ワークメ
モリ等として使用されるＲＡＭ３４３とを備えている。
【０１５２】
　音声ランプ制御基板３２４のＣＰＵ３４１には入出力ポートが設けられている。ＣＰＵ
３４１の入力側には中継端子板３２３に中継されて主制御基板３０１が接続されており、
主制御基板３０１から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２３～２５、ス
ピーカ部２６、及び表示制御装置３２５を制御する。表示制御装置３２５は、音声ランプ
制御基板３２４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９１を制御する。
【０１５３】
　次に、図柄表示装置９１の表示内容について、図１６に基づいて説明する。
【０１５４】
　図柄表示装置９１には、左・中・右の３つの図柄列が設定されている。各図柄列は、例
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えば「０」～「９」の数字を各々付した主図柄と、例えば菱形状の絵図柄からなる副図柄
とにより構成されている。各主図柄及び副図柄がそれぞれ第１図柄を構成している。各図
柄列では、数字の昇順又は降順に主図柄が配列されると共に各主図柄の間に副図柄が配さ
れている。すなわち、各図柄列には、１０個の主図柄及び１０個の副図柄の計２０個の第
１図柄が備えられている。そして、図柄表示装置９１には、各図柄列毎に２０個の第１図
柄が周期性をもって上から下へとスクロールするように変動表示されるようになっている
。図柄表示装置９１には、各図柄列毎に上・中・下の３段の第１図柄が表示されるように
なっている。従って、図柄表示装置９１には、３段×３列の計９個の第１図柄が表示され
る。また、図柄表示装置９１には、５つの有効ライン、すなわち上ラインＬ１、中ライン
Ｌ２、下ラインＬ３、右上がりラインＬ４、左上がりラインＬ５が設定されている。そし
て、左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に変動表示が停止し、その停止時にいずれかの有
効ライン上に大当たり図柄の組合せ（本実施の形態では、同一の主図柄の組合せ）で揃え
ば大当たりとして大当たり動画が表示されるようになっている。
【０１５５】
　次に、上記の如く構成されたパチンコ機１０の動作について説明する。
【０１５６】
　本実施の形態では、主制御装置１６２内のＣＰＵ３１１は、遊技に際し各種カウンタ情
報を用いて、大当たり抽選、特定ランプ部９３の発光色の設定や、図柄表示装置９１の図
柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、図１７に示すように、大当たりの
抽選に使用する大当たり乱数カウンタＣ１と、確変大当たりや通常大当たり等の大当たり
種別を判定する際に使用する大当たり種別カウンタＣ２と、図柄表示装置９１が外れ変動
する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタＣ３と、大当たり乱数カウンタＣ１の
初期値設定に使用する乱数初期値カウンタＣＩＮＩと、図柄表示装置９１の変動パターン
選択に使用する第１変動種別カウンタＣＳ１と、特定ランプ部９３に表示される色の切り
替えを行う期間を決定する第２変動種別カウンタＣＳ２と、左列、中列及び右列の各外れ
図柄の設定に使用する左・中・右の各外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲとを用いること
としている。
【０１５７】
　このうち、カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ１，ＣＳ２は、その更新の都度前回値
に１が加算され、最大値に達した後０に戻るループカウンタとなっている。また、外れ図
柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲは、ＣＰＵ３１１内のＲレジスタ（リフレッシュレジスタ）
を用いてレジスタ値が加算され、結果的に数値がランダムに変化する構成となっている。
各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値がＲＡＭ３１３の所定領域に設定された
カウンタ用バッファに適宜格納される。ＲＡＭ３１３には、１つの実行エリアと４つの保
留エリア（保留第１～第４エリア）とからなる保留球格納バッファが設けられており、こ
れらの各エリアには、作動口８４への遊技球の入賞履歴に合わせて、大当たり乱数カウン
タＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各値が時系列的に格納
されるようになっている。
【０１５８】
　各カウンタについて詳しくは、大当たり乱数カウンタＣ１は、例えば０～９９の範囲内
で順に１ずつ加算され、最大値（つまり９９）に達した後０に戻る構成となっている。特
に大当たり乱数カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初期値カウンタＣＩＮＩの
値が当該大当たり乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウ
ンタＣＩＮＩは、大当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウンタである（値＝０～９
９）。大当たり乱数カウンタＣ１は定期的に（本実施の形態ではタイマ割込み毎に1回）
更新され、遊技球が作動口８４に入賞したタイミングでＲＡＭ３１３の保留球格納バッフ
ァに格納される。大当たり乱数カウンタＣ１の値において大当たり状態となる乱数値は予
め定められており、大当たり確率が５０分の１となるように設定されている。具体的には
、「７」と「８７」とが大当たり状態となる乱数値となっている。
【０１５９】
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　大当たり種別カウンタＣ２は、０～４９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つま
り４９）に達した後０に戻る構成となっている。そして、本実施の形態では、大当たり種
別カウンタＣ２によって、大当たりが終了した後に、確変状態とするか通常状態とするか
を決定することとしている。大当たり種別カウンタＣ２は定期的に（本実施の形態ではタ
イマ割込み毎に１回）更新され、遊技球が作動口８４に入賞したタイミングでＲＡＭ３１
３の保留球格納バッファに格納される。なお、確変状態では、大当たり確率が１０分の１
となるように大当たり乱数カウンタＣ１の値において大当たり状態となる乱数値が変更さ
れる。具体的には、「７」と「１３」と「２５」と「３２」と「４１」と「４８」と「５
２」と「６８」と「８７」と「９３」とが大当たり状態となる乱数値となっている。
【０１６０】
　リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値
（つまり２３８）に達した後０に戻る構成となっている。本実施の形態では、リーチ乱数
カウンタＣ３によって、リーチ発生した後最終停止図柄がリーチ図柄の前後に１つだけず
れて停止する「前後外れリーチ」と、同じくリーチ発生した後最終停止図柄がリーチ図柄
の前後以外で停止する「前後外れ以外リーチ」と、リーチ発生しない「完全外れ」とを抽
選することとしている。リーチ乱数カウンタＣ３は定期的に（本実施の形態ではタイマ割
込み毎に１回）更新され、遊技球が作動口８４に入賞したタイミングでＲＡＭ３１３の保
留球格納バッファに格納される。
【０１６１】
　第１変動種別カウンタＣＳ１は、例えば０～１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最
大値（つまり１９８）に達した後０に戻る構成となっており、第２変動種別カウンタＣＳ
２は、例えば０～２４０の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり２４０）に達し
た後０に戻る構成となっている。第１変動種別カウンタＣＳ１によって、いわゆるノーマ
ルリーチ、スーパーリーチ、プレミアムリーチ等、第１図柄のリーチ種別やその他大まか
な図柄変動態様といった図柄表示装置９１の表示態様が決定され、第２変動種別カウンタ
ＣＳ２によって、特定ランプ部９３に表示される色の切り替えを行う期間としての切替表
示時間が決定される。また、この切替表示時間は、図柄表示装置９１の図柄の変動時間に
相当する。したがって、当該第２変動種別カウンタＣＳ２によって、図柄表示装置９１に
おいてリーチが発生した後に最終停止図柄（本実施の形態では中図柄）が停止するまでの
経過時間（言い換えれば、変動図柄数）などより細かな図柄変動態様も決定されることと
なる。つまり、図柄表示装置９１に関しては、これらの両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ
２を組み合わせることで、変動パターンの多種多様化を容易に実現できる。両変動種別カ
ウンタＣＳ１，ＣＳ２は、後述する通常処理が１回実行される毎に１回更新され、当該通
常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、特定ランプ部９３に表示される
色の切り替え開始時及び図柄表示装置９１による第１図柄の変動開始時における変動パタ
ーン決定に際して両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ２のバッファ値が取得される。
【０１６２】
　左・中・右の各外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲは、大当たり抽選が外れとなった時
に左列第１図柄、中列第１図柄、右列第１図柄の外れ停止図柄を決定するためのものであ
り、各列では主図柄及び副図柄の合わせて２０の第１図柄の何れかが表示されることから
、各々に２０個（０～１９）のカウンタ値が用意されている。外れ図柄カウンタＣＬによ
り左図柄列の上・中・下段の各図柄が決定され、外れ図柄カウンタＣＭにより中図柄列の
上・中・下段の各図柄が決定され、外れ図柄カウンタＣＲにより右図柄列の上・中・下段
の各図柄が決定される。
【０１６３】
　本実施の形態では、ＣＰＵ３１１に内蔵のＲレジスタの数値を用いることにより各カウ
ンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの値をランダムに更新する構成としている。すなわち、各外れ図柄
カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの更新時には、前回値にＲレジスタの下位３ビットの値が加算
され、その加算結果が最大値を超えた場合に２０減算されて今回値が決定される。各外れ
図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲは更新時期が重ならないようにして通常処理内で更新され
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、それら外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの組み合わせが、ＲＡＭ３１３の前後外れリ
ーチ図柄バッファ、前後外れ以外リーチ図柄バッファ及び完全外れ図柄バッファの何れか
に格納される。そして、第１図柄の変動開始時における変動パターン決定に際し、リーチ
乱数カウンタＣ３の値に応じて前後外れリーチ図柄バッファ、前後外れ以外リーチ図柄バ
ッファ及び完全外れ図柄バッファの何れかのバッファ値が取得される。
【０１６４】
　次に、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１により実行される各制御処理を図１８～図２５
のフローチャート等を参照しながら説明する。かかるＣＰＵ３１１の処理としては大別し
て、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に（本実施形態では２ｍｓｅｃ周期
で）起動されるタイマ割込み処理と、ＮＭＩ端子（ノンマスカブル端子）への停電信号の
入力により起動されるＮＭＩ割込み処理とがあり、説明の便宜上、はじめにＮＭＩ割込み
処理とタイマ割込み処理とを説明し、その後メイン処理を説明する。
【０１６５】
　図１８は、ＮＭＩ割込み処理であり、当該処理は、停電の発生等によるパチンコ機１０
の電源遮断時に実行される。すなわち、停電の発生等によりパチンコ機１０の電源が遮断
されると、停電信号が停電監視基板３０３からＣＰＵ３１１のＮＭＩ端子に出力され、Ｃ
ＰＵ３１１は実行中の制御を中断してＮＭＩ割込み処理を開始する。ＮＭＩ割込み処理で
は、ステップＳ１０１にてＲＡＭ３１３に設けられた停電フラグ格納エリア（停電情報記
憶手段）に停電フラグ（停電情報）を格納し、本処理を終了する。その後、後述する通常
処理にて停電フラグが格納されていることが確認されることで、停電時処理が実行される
。
【０１６６】
　次に、タイマ割込み処理について図１９のフローチャートを用いて説明する。
【０１６７】
　先ずステップＳ２０１では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入賞口セン
サ１５２ａ～１５２ｃ、カウントセンサ１５３及び作動口センサ１５４等といった遊技球
の入賞に関するセンサからの読み込みを実行する。当該読み込み処理では、いずれかのセ
ンサ１５２～１５４において遊技球を検知している場合に、払出制御基板３２２に出力す
るための賞球コマンドをセットする。また、カウントセンサ１５３において遊技球を検知
している場合にはＲＡＭ３１３に設けられたカウントフラグ格納エリアにカウントフラグ
を格納するとともに、作動口センサ１５４において遊技球を検知している場合にはＲＡＭ
３１３に設けられた作動口フラグ格納エリアに作動口フラグを格納する。
【０１６８】
　その後、ステップＳ２０２では、不正監視処理を実行する。ここで、不正監視処理につ
いて、図２０のフローチャートを用いて説明する。
【０１６９】
　不正監視処理では、ステップＳ３０１にて、磁気検知センサ１０５がＯＮとなっている
か否かを判定する。具体的には、磁気検知センサ１０５から磁気の発生を検知した旨の検
知信号を入力しているか否かを判定する。磁気検知センサ１０５がＯＮとなっている場合
、ガラス２２の前方において球入口１７３周辺に磁石を近づけ、不正に球入口１７３へと
遊技球を誘導させようとする行為が行われていることを意味する。なお、上記検知信号を
継続して入力している入力継続期間を計測するようにし、その入力継続期間が予め定めら
れた基準期間に達した場合に磁気検知センサ１０５がＯＮとなっていると判定するように
してもよい。
【０１７０】
　また、不正監視処理では、ステップＳ３０２にて、フォトセンサ１０６がＯＮとなって
いるか否かを判定する。具体的には、フォトセンサ１０６から遮蔽物を検知した旨の検知
信号を入力しているか否かを判定する。また、当該ステップＳ３０２では、上記検知信号
を継続して入力している入力継続期間が計測され、その入力継続期間が予め定められた基
準期間に達した場合にフォトセンサ１０６がＯＮとなっていると判定する。フォトセンサ
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１０６がＯＮとなっている場合、球入口１７３周辺に相当するガラス２２の前方において
手などが待機されていることを意味する。
【０１７１】
　また、不正監視処理では、ステップＳ３０３にて、振動検知センサ１０７がＯＮとなっ
ているか否かを判定する。具体的には、振動検知センサ１０７から振動を検知した旨の検
知信号を入力しているか否かを判定する。振動検知センサ１０７がＯＮとなっている場合
、パチンコ機１０に振動を与えることにより、転動面１７４上を転動している遊技球を強
引に作動口８４に入れさせようとする行為が行われていることを意味する。なお、上記検
知信号を継続して入力している入力継続期間を計測するようにし、その入力継続期間が予
め定められた基準期間に達した場合に振動検知センサ１０７がＯＮとなっていると判定す
るようにしてもよい。
【０１７２】
　ステップＳ３０１、ステップＳ３０２及びステップＳ３０３の全てにおいて否定判定を
した場合には、そのまま本不正監視処理を終了する。一方、ステップＳ３０１、ステップ
Ｓ３０２又はステップＳ３０３のいずれか１つにおいて肯定判定をした場合には、ステッ
プＳ３０４に進む。
【０１７３】
　ステップＳ３０４では、ＲＡＭ３１３に設けられた不正検知フラグ格納エリア（不正検
知情報記憶手段）に不正検知フラグ（不正検知情報）を格納する。不正検知フラグが格納
されることにより、ＣＰＵ３１１において、上記磁石を用いた不正行為が行われたこと、
及び上記振動を与える不正行為が行われたことを特定することが可能となり、後述する不
正検知時用処理が実行されることとなる。ステップＳ３０４にて不正検知フラグを格納し
た後は、本不正監視処理を終了する。
【０１７４】
　タイマ割込み処理（図１９）の説明に戻り、ステップＳ２０２にて不正監視処理を実行
した後は、ステップＳ２０３にて、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を実行する。具体
的には、乱数初期値カウンタＣＩＮＩを１加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本
実施の形態では９９）に達した際０にクリアする。そして、乱数初期値カウンタＣＩＮＩ
の更新値を、ＲＡＭ３１３の該当するエリアに格納する。
【０１７５】
　続くステップＳ２０４では、大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及
びリーチ乱数カウンタＣ３の更新を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタＣ１、
大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３をそれぞれ１加算すると共に、そ
れらのカウンタ値が最大値（本実施の形態ではそれぞれ、９９，４９，２３８）に達した
際それぞれ０にクリアする。そして、各カウンタＣ１～Ｃ３の更新値を、ＲＡＭ３１３の
該当するエリアに格納する。その後、ステップＳ２０５にて始動入賞処理を実行する。
【０１７６】
　始動入賞処理では、図２１のフローチャートに示すように、先ずステップＳ４０１にて
、ＲＡＭ３１３の作動口フラグ格納エリアに作動口フラグが格納されているか否かを判定
することにより、遊技球が作動口８４に入賞（始動入賞）したか否かを判定する。遊技球
が作動口８４に入賞したと判定すると、続くステップＳ４０２において、特定ランプ部９
３及び図柄表示装置９１の作動保留球数Ｎが上限値（本実施の形態では４）未満であるか
否かを判定する。作動口８４への入賞があり、且つ作動保留球数Ｎ＜４であることを条件
にステップＳ４０３に進み、作動保留球数Ｎを１加算する。なお、ステップＳ４０３の処
理後に作動口フラグを消去する。続くステップＳ４０４では、前記ステップＳ２０４で更
新した大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ
３の各値を、ＲＡＭ３１３の保留球格納エリアの空き記憶エリアのうち最初のエリアに格
納する。そして、始動入賞処理の後、ＣＰＵ３１１は本タイマ割込み処理を一旦終了する
。
【０１７７】
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　次に、電源投入時のリセットに伴い起動されるメイン処理について、図２２のフローチ
ャートを用いて説明する。
【０１７８】
　先ずステップＳ５０１では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、従
側の制御基板（払出制御基板３２２等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば１
秒程度、ウェイト処理を実行する。続くステップＳ５０２では、ＲＡＭ３１３のアクセス
を許可する。
【０１７９】
　その後、ステップＳ５０３では、主制御装置１６２に設けたクリアスイッチ１６９がオ
ンされているか否かを判定し、続くステップＳ５０４ではＲＡＭ３１３の停電フラグ格納
エリアに停電フラグが格納されているか否かを判定する。また、ステップＳ５０５ではＲ
ＡＭ判定値を算出し、続くステップＳ５０６では、そのＲＡＭ判定値が電源遮断時に保存
したＲＡＭ判定値と一致するか否か、すなわち記憶保持されたデータの有効性を判定する
。ＲＡＭ判定値は、例えばＲＡＭ３１３の作業領域アドレスにおけるチェックサム値であ
る。なお、ＲＡＭ３１３の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されてい
るか否かにより記憶保持されたデータの有効性を判断することも可能である。
【０１８０】
　上述したように、本パチンコ機１０では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時
にＲＡＭデータを初期化する場合にはクリアスイッチ１６９を押しながら電源が投入され
る。従って、クリアスイッチ１６９が押されていれば、ステップＳ５１１～ステップＳ５
１３の処理に移行する。また、電源遮断の発生情報が設定されていない場合や、ＲＡＭ判
定値（チェックサム値等）により記憶保持されたデータの異常が確認された場合も同様に
ステップＳ５１１～ステップＳ５１３の処理に移行する。
【０１８１】
　ステップＳ５１１では、従側の制御基板となる払出制御基板３２２等を初期化するため
に、払出初期化コマンド等を出力する。続くステップＳ５１２ではＲＡＭ３１３の使用領
域を０にクリアし、ステップＳ５１３ではＲＡＭ３１３の初期化処理を実行する。その後
、ステップＳ５１４にて割込み許可を設定し、後述する通常処理に移行する。この割込み
許可が設定されることにより、タイマ割込み処理の割込みが許可される。なお、ＮＭＩ割
込み処理については、割込み許可が設定されているか否かに関係なく、割込みが許可され
た状態となっている。
【０１８２】
　一方、クリアスイッチ１６９が押されていない場合には、停電フラグが格納されている
こと、及びＲＡＭ判定値（チェックサム値等）が正常であることを条件に、ステップＳ５
０７～ステップＳ５１０の復電処理に移行する。
【０１８３】
　ステップＳ５０７では、停電フラグ格納エリアに格納されている停電フラグをクリアす
る。その後、ステップＳ５０８にて従側の制御基板を電源遮断前の遊技状態に復帰させる
ための復電コマンドを出力する。
【０１８４】
　その後、ステップＳ５０９では、ＲＡＭ３１３のコマンド出力フラグ格納エリア（出力
済み情報記憶手段）にコマンド出力フラグ（出力済み情報）が格納されている場合に、そ
のコマンド出力フラグをクリアする。ここで、既に説明したように、ＣＰＵ３１１では、
磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６及び振動検知センサ１０７の検知結果に基づ
いて、磁石を用いた不正行為が行われたこと又は振動を与える不正行為が行われたことが
特定される。そして、これら不正行為が行われたことが特定された場合には、後述する不
正検知時用処理において、遊技が進行しないように規制されるとともに、音声ランプ制御
基板３２４に対して不正検知コマンドが出力される。音声ランプ制御基板３２４では当該
不正検知コマンドを入力することで、予め定められた不正用報知を実行するように各種報
知部を駆動制御する。この場合に、上記コマンド出力フラグは、上記不正行為が行われた
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ことがＣＰＵ３１１にて特定され、さらにその特定された状態が解除されていない状況に
おいて、既に上記不正検知コマンドの出力が完了していることをＣＰＵ３１１にて特定す
るためのフラグである。
【０１８５】
　ステップＳ５０９にてコマンド出力フラグをクリアすることで、上記不正行為が行われ
たことがＣＰＵ３１１にて特定され、さらにその特定された状態が解除されていない状況
において電源が遮断されていた場合には、再度、不正検知コマンドを出力するようにする
ことができる。音声ランプ制御基板３２４には、主制御基板３０１や払出制御基板３２２
と異なり、パチンコ機１０の電源が遮断されている状況においてデータ記憶保持用コンデ
ンサ３２１ｃからデータ記憶保持用電力が供給されない。したがって、電源が立ち上げら
れた場合、音声ランプ制御基板３２４のＣＰＵ３４１においては電源遮断前の状態を把握
することができない。つまり、不正用報知が実行されている状況において電源が遮断され
た場合、その後、電源が立ち上げられたとしても、そのままでは上記不正用報知が再開さ
れない。これに対して、ステップＳ５０９の処理が実行されることにより、上記状況にお
いて電源が遮断されたとしても、再度、不正検知コマンドが出力され、不正用報知が再開
されることとなる。
【０１８６】
　その後、ステップＳ５１０では、ＲＡＭ３１３の不正検知フラグ格納エリアに不正検知
フラグが格納されているか否かを判定する。不正検知フラグが格納されていない場合には
、ステップＳ５１４にて割込み許可を設定し、後述する通常処理に移行する。
【０１８７】
　一方、不正検知フラグが格納されている場合には、上記不正行為が行われたことがＣＰ
Ｕ３１１にて特定され、さらにその特定された状態が解除されていない状況において、電
源が遮断されたことを意味する。この場合には、ステップＳ５１４の割込み許可の設定を
行わず、さらには後述する通常処理におけるステップＳ６０１～ステップＳ６０５の処理
を実行することなく、ステップＳ６０６の処理に移行する。このステップＳ６０６の処理
については、後に説明する。
【０１８８】
　タイマ割込み処理における各処理及び通常処理におけるステップＳ６０１～ステップＳ
６０６の各処理は、ＣＰＵ３１１において遊技を進行させるべく実行される作動制御用処
理に該当する。この場合に、ステップＳ５１０の処理を実行することで、上記不正行為が
行われたことがＣＰＵ３１１にて特定され、さらにその特定された状態が解除されていな
い状況において電源が遮断され、その後に電源が立ち上げられた場合には、遊技が進行し
ないように規制することができる。
【０１８９】
　次に、通常処理について、図２３のフローチャートを用いて説明する。この通常処理で
は遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップＳ６０１～Ｓ６０７の処理
が４ｍｓｅｃ周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップＳ６１０，Ｓ６１
１のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。
【０１９０】
　通常処理において、ステップＳ６０１では、前回の処理で更新されたコマンド等の出力
データを従側の各制御基板に出力する。具体的には、タイマ割込み処理（図１９）の読み
込み処理（ステップＳ２０１）において賞球コマンドがセットされている場合にはその賞
球コマンドを払出制御基板３２２に対して出力する。また、図柄表示装置９１による第１
図柄の変動表示に際して停止図柄コマンド、変動態様コマンド等を音声ランプ制御基板３
２４に出力する。
【０１９１】
　続く、ステップＳ６０２では、変動種別カウンタ及び外れ図柄カウンタの更新を実行す
る。具体的には、変動種別カウンタの更新については、両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ
２を１加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施の形態では１９８，２４０
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）に達した際それぞれ０にクリアする。そして、両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ２の更
新値を、ＲＡＭ３１３の該当するバッファ領域に格納する。
【０１９２】
　また、外れ図柄カウンタの更新については、左図柄列、中図柄列及び右図柄列の各外れ
図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの更新を実行する。外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの
更新処理では、左・中・右図柄列のいずれかの更新時期か否かを判定し、更新時期となっ
た図柄列の外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲを更新する。各外れ図柄カウンタＣＬ，Ｃ
Ｍ，ＣＲは、重複することなく１回の通常処理で１つずつ順に更新され、通常処理を３回
実行する毎に外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの１セット分が更新されるようになって
いる。そして、更新した外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの組み合わせが、前後外れリ
ーチとなる外れリーチ図柄の組合せである場合、前後外れ以外リーチ図柄の組合せである
場合、リーチとならない完全外れ図柄の組合せである場合には、その組合せがそれぞれに
対応したバッファ内に格納される。なお、更新した外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの
組合せが大当たり図柄の組合せである場合には、そのまま更新処理を終了する。
【０１９３】
　外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの更新処理の後は、ステップＳ６０３にて、特定ラ
ンプ部９３に表示される色の切り替えを行うための特定ランプ部制御処理を実行する。特
定ランプ部制御処理では、大当たり判定や特定ランプ部９３に配設されたＬＥＤランプの
光源スイッチのオンオフ制御などが行われる。また、特定ランプ部制御処理において、図
柄表示装置９１による第１図柄の変動表示の設定も行われる。
【０１９４】
　具体的には、大当たり乱数カウンタＣ１の値に基づいて大当たりか否かを判定し、さら
に大当たり種別カウンタＣ２の値に基づいて大当たりの種類を決定する（いわゆる、確変
大当たりか否かを決定する）。なお、この際、第１図柄における大当たり図柄の種類及び
大当たり図柄の組合せの停止ラインも決定し、停止図柄コマンドとして設定する。また、
大当たりが発生しないと判定された場合には、リーチ乱数カウンタＣ３の値に基づいて第
１図柄における外れ図柄の組合せの態様を決定する。かかる場合に、上記外れ図柄カウン
タ更新処理にて更新されバッファ内に格納された図柄の組合せを停止図柄コマンドとして
設定する。さらに、第２変動種別カウンタＣＳ２の値に基づいて、特定ランプ部９３に表
示される色の切替表示時間、及び第１図柄の変動表示時間を決定する。さらに、第１変動
種別カウンタＣＳ１の値に基づいて第１図柄におけるリーチ種別やその大まかな図柄変動
態様を決定し、変動態様コマンドとして設定する。なお、当該特定ランプ部制御処理にて
特定ランプ部９３のオンオフ制御が開始される毎に作動保留球数Ｎが１減算され、作動保
留球数Ｎが０の場合にはオンオフ制御が開始されない。
【０１９５】
　特定ランプ部制御処理の後は、ステップＳ６０４にて大入賞口開閉処理を実行する。大
入賞口開閉処理では、大当たり状態である場合において可変入賞装置８３の大入賞口を開
放又は閉鎖する。すなわち、大当たり状態のラウンド毎に大入賞口を開放し、大入賞口の
最大開放時間が経過したか、又は大入賞口に遊技球が規定数だけ入賞したかを判定する。
この規定数だけ入賞したか否かの判定は、上述した大入賞口用カウンタを確認することに
より行われる。そして、これら何れかの条件が成立すると大入賞口を閉鎖する。
【０１９６】
　その後、ステップＳ６０５では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理
では、電源及び発射制御基板３２１の発射制御部３２１ｂから発射許可信号を入力してい
ることを条件として、所定期間（例えば、０．６ｓｅｃ）に１回、遊技球発射機構１１０
のソレノイド１１１を励磁する。これにより、発射レール１１２上にある遊技球が遊技領
域に向けて打ち出される。当該処理についてより具体的には、ＣＰＵ３１１は上記発射許
可信号を入力していることを条件として、発射出力用ポートへの「０」出力と「１」出力
とを所定周期で繰り返す。発射出力用ポートに「０」出力されている間は非発射信号が電
源及び発射制御基板３２１に出力され、発射制御部３２１ｂではソレノイド１１１を非励
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磁状態とする。一方、発射出力用ポートに「１」出力されている間は発射信号が電源及び
発射制御基板３２１に出力され、発射制御部３２１ｂではソレノイド１１１を励磁状態と
する。
【０１９７】
　すなわち、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１は電源及び発射制御基板３２１に発射パル
ス信号を出力する。電源及び発射制御基板３２１の発射制御部３２１ｂは発射パルス信号
の電圧を増幅させたソレノイド駆動信号（駆動電圧）をソレノイド１１１に対して出力し
、ソレノイド１１１の出力軸を発射位置と収容位置とに移動させることで、遊技球の発射
を制御する。
【０１９８】
　ステップＳ６０５の後はステップＳ６０６にて、ＲＡＭ３１３の停電フラグ格納エリア
に停電フラグが格納されているか否かを判定する。また、ステップＳ６０７では、ＲＡＭ
３１３の不正検知フラグ格納エリアに不正検知フラグが格納されているか否かを判定する
。そして、これら停電フラグ及び不正検知フラグの格納状況に応じた処理が実行される。
ちなみに、停電フラグが格納されているか否かの判定処理が、不正検知フラグが格納され
ているか否かの判定処理よりも先に実行されるため、両フラグが格納されている場合、停
電フラグに応じた処理が優先されることとなる。これにより、停電発生時には、供給電力
が完全に遮断される前までに後述する停電時用処理の実行を確実に完了することができる
。
【０１９９】
　ここで、本パチンコ機１０では、（１）停電フラグ及び不正検知フラグの両方が格納さ
れていない場合、（２）停電フラグが格納されている場合、（３）停電フラグは格納され
ておらず不正検知フラグが格納されている場合でそれぞれ異なる処理が実行される。そこ
で、以下にこれら各状況の処理を個別に説明する。
【０２００】
　（停電フラグ及び不正検知フラグの両方が格納されていない場合）
　先ず、停電フラグ及び不正検知フラグの両方が格納されていない場合について説明する
。
【０２０１】
　停電フラグ及び不正検知フラグの両方が格納されていない場合には、ステップＳ６０６
及びステップＳ６０７の両方で否定判定をし、ステップＳ６０９に進む。ステップＳ６０
９では、次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始
からタイマ割込みが複数回数として予め設定された割込み基準回数（具体的には、２回）
発生したか否かを判定する。このタイマ割込みの回数の把握として具体的には、ＲＡＭ３
１３に割込み回数カウンタエリアが設けられており、タイマ割込みが起動される度に当該
カウンタエリアの値が１加算されるとともに、通常処理が開始される度、すなわち、ステ
ップＳ６０１の処理が実行される直前のタイミングで当該カウンタエリアの値が０クリア
される。タイマ割込みが割込み基準回数発生していない場合には、ステップＳ６１０に進
む。
【０２０２】
　ステップＳ６１０では、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を実行する。具体的には、
乱数初期値カウンタＣＩＮＩを１加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施の形
態では９９）に達した際０にクリアする。そして、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新値
を、ＲＡＭ３１３の該当するバッファ領域に格納する。また、ステップＳ６１１では、両
変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ２の更新を実行する。具体的には、両変動種別カウンタＣ
Ｓ１，ＣＳ２を１加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施の形態では１９
８，２４０）に達した際それぞれ０にクリアする。そして、両変動種別カウンタＣＳ１，
ＣＳ２の更新値を、ＲＡＭ３１３の該当するバッファ領域に格納する。
【０２０３】
　続くステップＳ６１２では、開放検知処理を実行する。ここで、開放検知処理について
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、図２４のフローチャートを用いて説明する。開放検知処理では、ステップＳ７０１～ス
テップＳ７０５にて前扉枠１４に関する開放検知処理を実行するとともに、ステップＳ７
０６～ステップＳ７１０にて本体枠１３に関する開放検知処理を実行する。
【０２０４】
　前扉枠１４に関する開放検知処理では、先ずステップＳ７０１にてＲＡＭ３１３の前扉
枠開放フラグ格納エリアに前扉枠開放フラグが格納されているか否かを判定する。前扉枠
開放フラグが格納されていない場合には、ステップＳ７０２にて前扉枠開放スイッチ７８
から開放検知信号を入力しているか否かを判定する。
【０２０５】
　開放検知信号を入力していない場合には、そのまま本体枠１３に関する開放検知処理に
移行する。開放検知信号を入力している場合には、ステップＳ７０３に進む。ステップＳ
７０３では、ＲＡＭ３１３の前扉枠開放フラグ格納エリアに前扉枠開放フラグを格納する
。また、前扉枠開放コマンドを音声ランプ制御基板３２４に出力する。音声ランプ制御基
板３２４では、当該前扉枠開放コマンドを入力することで、予め定められた前扉枠開放報
知を実行するように各種報知部を駆動制御する。この前扉枠開放報知として具体的には、
スピーカ部２６からの音の出力、エラー表示ランプ部（発光部）２４の点灯又は図柄表示
装置９１の表示画面に報知用の文字若しくは図形を表示するといった表示画面による報知
の少なくとも一つが行われる。また、ホール側への出力処理を実行する。具体的には、外
部端子板２１３を通じて前扉枠開放信号が遊技ホール側の管理制御装置に出力されるよう
に、外部端子出力用ポートに前扉枠開放情報を出力する。これにより、遊技ホール側の管
理制御装置において前扉枠１４が開放状態であることを把握することができる。その後、
本体枠１３に関する開放検知処理に移行する。
【０２０６】
　一方、ステップＳ７０１にて前扉枠開放フラグが格納されていると判定した場合には、
ステップＳ７０４にて前扉枠開放スイッチ７８から開放検知信号を入力しているか否かを
判定する。
【０２０７】
　開放検知信号を入力している場合には、そのまま本体枠１３に関する開放検知処理に移
行する。開放検知信号を入力していない場合には、ステップＳ７０５に進む。ステップＳ
７０５では、ＲＡＭ３１３の前扉枠開放フラグ格納エリアから前扉枠開放フラグをクリア
する。また、前扉枠閉鎖コマンドを音声ランプ制御基板３２４に出力する。音声ランプ制
御基板３２４では、当該前扉枠閉鎖コマンドを入力することで、上記前扉枠開放報知を終
了させる。また、ホール側への出力処理を実行する。具体的には、遊技ホール側の管理制
御装置への前扉枠開放信号の出力が停止されるように、外部端子出力用ポートに前扉枠開
放情報を出力している状態を停止する。これにより、遊技ホール側の管理制御装置におい
て前扉枠１４が閉鎖状態となったことを把握することができる。その後、本体枠１３に関
する開放検知処理に移行する。
【０２０８】
　本体枠１３に関する開放検知処理では、先ずステップＳ７０６にてＲＡＭ３１３の本体
枠開放フラグ格納エリアに本体枠開放フラグが格納されているか否かを判定する。本体枠
開放フラグが格納されていない場合には、ステップＳ７０７にて本体枠開放スイッチ２３
０から開放検知信号を入力しているか否かを判定する。
【０２０９】
　開放検知信号を入力していない場合には、そのまま本開放検知処理を終了する。開放検
知信号を入力している場合には、ステップＳ７０８に進む。ステップＳ７０８では、ＲＡ
Ｍ３１３の本体枠開放フラグ格納エリアに本体枠開放フラグを格納する。また、本体枠開
放コマンドを音声ランプ制御基板３２４に出力する。音声ランプ制御基板３２４では、当
該本体枠開放コマンドを入力することで、予め定められた本体枠開放報知を実行するよう
に各種報知部を駆動制御する。この本体枠開放報知として具体的には、スピーカ部２６か
らの音の出力、エラー表示ランプ部（発光部）２４の点灯又は図柄表示装置９１の表示画
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面に報知用の文字若しくは図形を表示するといった表示画面による報知の少なくとも一つ
が行われる。なお、この本体枠開放報知の態様は上述した前扉枠開放報知と識別可能なも
のであるが、当該前扉枠開放報知と同一の態様としてもよい。また、ホール側への出力処
理を実行する。具体的には、外部端子板２１３を通じて本体枠開放信号が遊技ホール側の
管理制御装置に出力されるように、外部端子出力用ポートに本体枠開放情報を出力する。
これにより、遊技ホール側の管理制御装置において本体枠１３が開放状態であることを把
握することができる。その後、本開放検知処理を終了する。
【０２１０】
　一方、ステップＳ７０６にて本体枠開放フラグが格納されていると判定した場合には、
ステップＳ７０９にて本体枠開放スイッチ２３０から開放検知信号を入力しているか否か
を判定する。
【０２１１】
　開放検知信号を入力している場合には、そのまま本開放検知処理を終了する。開放検知
信号を入力していない場合には、ステップＳ７１０に進む。ステップＳ７１０では、ＲＡ
Ｍ３１３の本体枠開放フラグ格納エリアから本体枠開放フラグをクリアする。また、本体
枠閉鎖コマンドを音声ランプ制御基板３２４に出力する。音声ランプ制御基板３２４では
、当該本体枠閉鎖コマンドを入力することで、上記本体枠開放報知を終了させる。また、
ホール側への出力処理を実行する。具体的には、遊技ホール側の管理制御装置への本体枠
開放信号の出力が停止されるように、外部端子出力用ポートに本体枠開放情報を出力して
いる状態を停止する。これにより、遊技ホール側の管理制御装置において本体枠１３が閉
鎖状態となったことを把握することができる。その後、本開放検知処理を終了する。
【０２１２】
　通常処理（図２３）の説明に戻り、ステップＳ６１２にて開放検知処理を実行した後は
、ステップＳ６０６の処理に戻る。そして、今回は、停電フラグ及び不正検知フラグの両
方が格納されていない場合の処理であるため、ステップＳ６０６及びステップＳ６０７の
両方で否定判定をし、ステップＳ６０９に進む。その後、前回の通常処理の開始からタイ
マ割込みが割込み基準回数発生するまで上述した処理を繰り返し、割込み基準回数に達し
た場合にはステップＳ６０１の処理に戻る。つまり、停電フラグ及び不正検知フラグの両
方が格納されていない場合には、ステップＳ６０１～ステップＳ６０５の処理が４ｍｓｅ
ｃ周期で繰り返し実行されることとなる。
【０２１３】
　（停電フラグが格納されている場合）
　次に、停電フラグが格納されている場合について説明する。
【０２１４】
　停電フラグが格納されている場合には、不正検知フラグが格納されているか否かに関係
なく、ステップＳ６１３以降の停電時処理を実行する。つまり、ステップＳ６１３では、
タイマ割込み処理の発生を禁止し、その後、ステップＳ６１４にて電源が遮断されたこと
を示す停電コマンドを払出制御基板に対して出力する。そして、ステップＳ６１５にてＲ
ＡＭ判定値を算出、保存し、ステップＳ６１６にてＲＡＭ３１３のアクセスを禁止した後
に、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。なお、電
源が完全に遮断された後も、電源及び発射制御基板３２１のデータ記憶保持用コンデンサ
３２１ｃからデータ記憶保持用電力が供給されるため、電源遮断前にＲＡＭ３１３に記憶
されていた情報はそのままの状態で所定の期間内（例えば、１日や２日）保持される。
【０２１５】
　（停電フラグは格納されておらず不正検知フラグが格納されている場合）
　次に、停電フラグは格納されておらず不正検知フラグが格納されている場合について説
明する。なお、不正検知フラグが格納されているということは、上述した磁石を用いた不
正行為又は上述した振動を与えることによる不正行為が行われたことを意味する。
【０２１６】
　先ず、不正検知フラグが格納され、それに対して不正特定状態の設定が実行される場合
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について説明する。
【０２１７】
　停電フラグは格納されておらず不正検知フラグが格納されている場合には、ステップＳ
６０６にて否定判定をするとともにステップＳ６０７にて肯定判定をし、ステップＳ６０
８に進む。ステップＳ６０８では、不正検知時用処理を実行する。不正検知時用処理につ
いて、図２５のフローチャートを用いて説明する。
【０２１８】
　不正検知時用処理では、先ずステップＳ８０１にて割込み禁止の設定を実行する。これ
により、タイマ割込み処理（図１９）の割込みが禁止される。つまり、タイマ割込み処理
では既に説明したように、遊技球の入賞に関するセンサの読み込み処理、各種カウンタの
更新処理及び始動入賞処理といった遊技を進行させる作動制御用処理の一部の処理が実行
される。この場合に、ステップＳ８０１にて割込み禁止の設定を実行することで、上記不
正行為が行われたことが特定された場合には遊技が進行しないように規制することができ
る。
【０２１９】
　また、不正検知時用処理における最初の処理として割込み禁止の設定を実行することで
、上記不正行為が行われた場合には、後述する報知用の処理等よりも優先して、遊技が進
行しないように規制する状態の設定を行うことができる。つまり、遊技が進行しないよう
に規制した後に、不正用報知が実行されることとなる。
【０２２０】
　なお、ＮＭＩ割込み処理については、割込みが禁止されない。これにより、上記不正行
為に対する処理が実行されている状況であっても、停電発生時にはＲＡＭ３１３に確実に
停電フラグが格納される。
【０２２１】
　続くステップＳ８０２では、外部端子出力用ポートに不正情報を出力する。これにより
、外部端子板２１３を通じて不正検知信号が遊技ホール側の管理制御装置に出力され、遊
技ホール側の管理制御装置においてパチンコ機１０に対して上記不正行為が行われたこと
を把握することができる。ここで、本パチンコ機１０では既に説明したように、外部端子
板２１３に不正検知信号用の出力端子が設けられていない。したがって、ここでは不正検
知信号として、大当たり中用信号と１遊技回終了時用信号とが同時に出力される。
【０２２２】
　続くステップＳ８０３では、発射出力用ポートに「０」出力する。これにより、既に説
明したように非発射信号が電源及び発射制御基板３２１に出力され、発射制御部３２１ｂ
ではソレノイド１１１を非励磁状態とする。そして、遊技球発射ハンドル４１が操作され
ていたとしても、次回の遊技球発射制御処理（ステップＳ６０５）が実行されるまで、発
射出力用ポートに「０」出力する状態が維持され、遊技球の発射が禁止される。
【０２２３】
　続くステップＳ８０４では、ストローブ、ソレノイド、表示ＬＥＤ関係出力用ポートの
全てに「０」出力する。ストローブ関係出力用ポートとは、払出制御基板３２２などの他
の制御基板に対するストローブ信号の出力設定を行うためのポートであり、他の制御基板
ではストローブ信号を入力することで主制御基板３０１のＣＰＵ３１１から入力している
コマンドの確認処理を実行する。ストローブ関係出力用ポートに「０」出力されることに
より、ストローブ信号の出力が停止されるとともに、次回の外部出力処理（ステップＳ６
０１）が実行されるまで、ストローブ関係出力用ポートに「０」出力する状態が維持され
、ストローブ信号の出力が禁止される。
【０２２４】
　また、ソレノイド関係出力用ポートとは、可変入賞装置８３の開閉状態設定を行うため
のポートであり、「１」出力されている状況では可変入賞装置８３が開放状態となり、「
０」出力されている状況では可変入賞装置８３が閉鎖状態となる。これにより、大当たり
中において上記不正行為が行われた場合には、開放状態であった可変入賞装置８３は閉鎖
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状態に切り換えられるとともに、次回の大入賞口開閉処理（ステップＳ６０４）が実行さ
れるまで、ソレノイド関係出力用ポートに「０」出力する状態が維持され、可変入賞装置
８３の開放が禁止される。
【０２２５】
　また、表示ＬＥＤ関係出力用ポートとは、特定ランプ部９３の表示状態設定を行うため
のポートであり、「０」出力されている状況では発光が停止された状態となる。これによ
り、上記不正行為が行われた場合には、特定ランプ部９３における発光が停止されるとと
もに、次回の特定ランプ部制御処理（ステップＳ６０３）が実行されるまで、表示ＬＥＤ
間系出力用ポートに「０」出力する状態が維持され、特定ランプ部９３の発光が禁止され
る。
【０２２６】
　その後、ステップＳ８０５では、ＲＡＭ３１３の本体枠開放フラグ格納エリアに本体枠
開放フラグが格納されているか否かを判定する。本体枠開放フラグが格納されていない場
合には、ステップＳ８０６の処理を実行することなく、そのままステップＳ８０７に進む
。ステップＳ８０７では、ＲＡＭ３１３に設けられたスイッチカウンタエリアを０クリア
する。このスイッチカウンタエリア（解除操作継続期間測定手段）は、クリアスイッチ１
６９が操作されている場合にその継続操作期間を計測するためのカウンタエリアである。
【０２２７】
　その後、ステップＳ８１０にてＲＡＭ３１３のコマンド出力フラグ格納エリアにコマン
ド出力フラグが格納されているか否かを判定する。コマンド出力フラグが格納されていな
い場合には、ステップＳ８１１にてコマンド出力フラグを格納するとともに、ステップＳ
８１２にて不正検知コマンドをセットする。
【０２２８】
　その後、ステップＳ８１６においてコマンド出力処理を実行する。コマンド出力処理で
は、ステップＳ８１２にてセットされた不正検知コマンドを音声ランプ制御基板３２４に
出力する。音声ランプ制御基板３２４では、当該不正検知コマンドを入力することで、予
め定められた不正用報知を実行するように各種報知部を駆動制御する。この不正用報知と
して具体的には、スピーカ部２６からの音の出力、エラー表示ランプ部（発光部）２４の
点灯又は図柄表示装置９１の表示画面に報知用の文字若しくは図形を表示するといった表
示画面による報知の少なくとも一つが行われる。当該不正用報知が実行されることにより
、パチンコ機１０の周囲にいる遊技ホールの管理者等に上記不正行為が行われたことを報
知することができる。その後、本不正検知時用処理を終了する。
【０２２９】
　なお、不正用報知の態様は上述した前扉枠開放報知及び本体枠開放報知と識別可能なも
のであるが、これら前扉枠開放報知及び本体枠開放報知の少なくとも一方と同一の態様と
してもよい。
【０２３０】
　一方、ステップＳ８１０において、ＲＡＭ３１３のコマンド出力フラグ格納エリアにコ
マンド出力フラグが格納されている場合には、ステップＳ８１１以降の処理を実行するこ
となく、そのまま本不正検知時用処理を終了する。これにより、上記不正行為が行われた
ことが特定され不正検知コマンドが一度出力された場合には、当該不正行為に対する不正
特定状態の設定が継続されている間は不正検知コマンドの出力が行われないようになる。
【０２３１】
　但し、当該各種規制処理が継続されている状況であってもパチンコ機１０の電源が遮断
されることがある。音声ランプ制御基板３２４には、主制御基板３０１や払出制御基板３
２２と異なり、パチンコ機１０の電源が遮断されている状況においてデータ記憶保持用コ
ンデンサ３２１ｃからデータ記憶保持用電力が供給されない。したがって、電源が立ち上
げられた場合、音声ランプ制御基板３２４のＣＰＵ３４１においては電源遮断前の状態を
把握することができない。つまり、不正用報知が実行されている状況において電源が遮断
された場合、その後、電源が立ち上げられたとしても、そのままでは上記不正用報知が再
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開されない。これに対して、既に説明したように電源が立ち上げられた後のメイン処理（
図２２）におけるステップＳ５０９の処理が実行されることにより、上記状況において電
源が遮断されたとしても、再度、不正検知コマンドが出力され、不正用報知が再開される
こととなる。
【０２３２】
　なお、ステップＳ８１０の処理を実行することなく、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが
格納されている間は所定の間隔を置いて繰り返し不正検知コマンドが出力されるようにし
た場合には、ステップＳ５０９の処理を不具備としてもよい。つまり、上記のとおり不正
用報知が実行されている状況において電源が遮断された場合、その後、電源が立ち上げら
れた場合には不正用報知が再開されるのであれば具体的な処理構成は任意である。
【０２３３】
　通常処理（図２３）の説明に戻り、ステップＳ６０８にて不正検知時用処理を実行した
後は、ステップＳ６０９の処理を実行することなく、ステップＳ６１０に進む。これによ
り、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが格納されたタイミングにおいて既にタイマ割込み処
理が２回実行されていたとしても、ステップＳ６０９の処理が実行されないためステップ
Ｓ６０１の処理に復帰することがない。つまり、上記不正行為が行われたことが特定され
た場合には、次回の通常処理が開始されないように規制される。これにより、遊技を進行
させる作動制御用処理の一部の処理であるステップＳ６０１～ステップＳ６０５の処理が
実行されなくなり、遊技が進行しないように規制されることとなる。
【０２３４】
　ここで、既に説明したように、不正検知時用処理（図２５）ではステップＳ８０１にて
割込み禁止の設定が実行される。つまり、上記不正行為が行われた場合には、タイマ割込
み処理の各処理及び通常処理におけるステップＳ６０１～ステップＳ６０５の各処理が実
行されなくなり、遊技が進行しないように規制されることとなる。
【０２３５】
　その後、ステップＳ６１０、ステップＳ６１１及びステップＳ６１２の処理を実行した
後に、ステップＳ６０６に戻る。そして、ステップＳ６０６～ステップＳ６０８及びステ
ップＳ６１０～ステップＳ６１２の各処理が繰り返されることとなる。
【０２３６】
　ここで、ステップＳ６０６に戻るようにしたことで、不正特定状態が設定され遊技が進
行しないように規制されている状態であっても、停電の発生の有無が判定されることとな
り、停電が発生した場合には確実に停電時処理を実行することができる。
【０２３７】
　また、通常処理におけるステップＳ６０６～ステップＳ６１２の範囲内において不正検
知時用処理を実行したことで、停電フラグが格納されているか否かを判定するための停電
判定用処理を複数独立して設定する必要がなくなる。例えば、不正監視処理（図２０）に
おいて、遊技が進行しないように規制するための不正検知時用処理を実行する構成を想定
すると、当該不正監視処理における一部の処理として停電フラグが格納されているか否か
の判定処理を行う必要が生じる。そうすると、通常処理において停電フラグが格納されて
いるか否かの判定処理を行うとともに、不正監視処理において停電フラグが格納されてい
るか否かの判定処理を行う必要が生じる。これに対して、本パチンコ機１０では上記のと
おり、通常処理において停電フラグが格納されているか否かの判定処理を行うだけでよく
、ＣＰＵ３１１の処理負荷が低減される。
【０２３８】
　また、ステップＳ６１２の処理が実行されることにより、上記のように不正特定状態が
設定され遊技が進行しないように規制されている状態であっても、本体枠１３の開放操作
及び前扉枠１４の開放操作の両方を監視することができる。例えば、不正特定状態が設定
されている状態において本体枠１３の開放操作及び前扉枠１４の開放操作の監視が行われ
ない構成を想定すると、パチンコ機１０に振動を与えた後に本体枠１３の開放操作や前扉
枠１４の開放操作が行われたとしても、それをＣＰＵ３１１において特定することができ
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ない。そうすると、当該状況において主制御装置１６２への不正行為や遊技盤８１への不
正行為が行われてしまうことが懸念される。これに対して、本構成によれば、このような
不都合の発生を阻止することができる。つまり、不正特定状態が設定されている状況にお
いて、さらなる二次的な不正行為の発生を阻止することができる。
【０２３９】
　次に、不正特定状態の設定が解除される場合について説明する。
【０２４０】
　不正特定状態であり、停電フラグが格納されていない場合には、上記のとおりステップ
Ｓ６０６にて否定判定をするとともにステップＳ６０７にて肯定判定をし、ステップＳ６
０８に進み不正検知時用処理を実行する。
【０２４１】
　不正検知時用処理（図２５）では既に説明したように、先ずステップＳ８０１～ステッ
プＳ８０４の処理を実行する。これらの各処理については既に説明したとおりであるため
、ここでは説明を省略する。
【０２４２】
　その後、ステップＳ８０５では、上記のとおり本体枠開放フラグが格納されているか否
かを判定する。本体枠開放フラグが格納されている場合には、ステップＳ８０６にてクリ
アスイッチ１６９が操作されているか否かを判定する。クリアスイッチ１６９が操作され
ていない場合には、ステップＳ８０７、ステップＳ８１０～ステップＳ８１２、ステップ
Ｓ８１６の処理を実行する。これについては既に説明したとおりであるため、ここでは説
明を省略する。
【０２４３】
　クリアスイッチ１６９が操作されている場合には、ステップＳ８０８にて、ＲＡＭ３１
３のスイッチカウンタエリアの値を１加算する。続くステップＳ８０９ではスイッチカウ
ンタエリアの値が解除基準回数（具体的には、１００）を超えているか否かを判定する。
つまり、ステップＳ８０９では、クリアスイッチ１６９の継続操作期間が解除基準期間に
達しているか否かを判定している。
【０２４４】
　スイッチカウンタエリアの値が解除基準回数を超えていない場合には、ステップＳ８０
９にて否定判定をし、ステップＳ８０７、ステップＳ８１０～ステップＳ８１２、ステッ
プＳ８１６の処理を実行する。これについては既に説明したとおりであるため、ここでは
説明を省略する。
【０２４５】
　スイッチカウンタエリアの値が解除基準回数を超えている場合には、ステップＳ８０９
にて肯定判定をし、ステップＳ８１３に進む。ステップＳ８１３では、不正解除の設定を
実行する。具体的には、ＲＡＭ３１３の不正検知フラグ格納エリアから不正検知フラグを
クリアする。また、ＲＡＭ３１３のコマンド出力フラグ格納エリアからコマンド出力フラ
グをクリアする。また、ＲＡＭ３１３のスイッチカウンタエリアを０クリアする。これに
より、通常処理（図２３）においてステップＳ６０７にて肯定判定されなくなり、上述し
た停電フラグ及び不正検知フラグの両方が格納されていない場合の処理と同様の処理が実
行されることとなる。
【０２４６】
　続くステップＳ８１４では、割込み許可の設定を実行する。これにより、これまで禁止
されていたタイマ割込み処理（図１９）の割込みが許可される。つまり、ステップＳ８１
３及びステップＳ８１４の処理が実行されることで、遊技が進行しないように規制されて
いた状態が解除される。
【０２４７】
　その後、ステップＳ８１５にて不正検知解除コマンドをセットするとともに、ステップ
Ｓ８１６にてその不正検知解除コマンドを音声ランプ制御基板３２４に出力する。音声ラ
ンプ制御基板３２４では、当該不正検知解除コマンドを入力することで、上記不正用報知



(40) JP 2009-77793 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

を終了させる。その後、本不正検知時用処理を終了する。
【０２４８】
　以上のとおり、不正特定状態が設定されている場合、クリアスイッチ１６９が解除基準
期間に亘って継続操作されることにより、当該不正特定状態の設定が解除される。この場
合に、当該クリアスイッチ１６９は既に説明したように、電源投入時にＲＡＭデータを初
期化する場合に操作される。つまり、本構成では、ＲＡＭデータを初期化する場合に操作
されるクリアスイッチ１６９が、不正特定状態の設定の解除操作手段として兼用されてお
り、構成の簡素化を図りつつ、上記優れた効果を得ることができる。
【０２４９】
　また、クリアスイッチ１６９の継続操作期間が解除基準期間に達することで不正特定状
態の設定を解除するようにした。これにより、実際にはクリアスイッチ１６９が操作され
ていないにも関わらず、ノイズなどの影響でＣＰＵ３１１に対して単発的にクリアスイッ
チ１６９の操作検知信号が入力された場合に、上記不正特定状態の設定が解除されないよ
うにすることができる。
【０２５０】
　また、クリアスイッチ１６９は押しボタン式となっており、押圧部が主制御装置１６２
の基板ボックス１６３の表面にて露出するように配置されている。また、クリアスイッチ
１６９は基板ボックス１６３内に収容された停電監視基板３０３と電気的に接続されてい
るが、当該電気配線は基板ボックス１６３外に露出しておらず、当該基板ボックス１６３
内に収容されている。また、停電監視基板３０３は主制御基板３０１と電気的に接続され
ており、これら停電監視基板３０３及び主制御基板３０１は同一の基板ボックス１６３内
に収容されているとともに、両基板３０１，３０３を電気的に接続する電気配線も基板ボ
ックス１６３内に収容されている。
【０２５１】
　例えば、クリアスイッチ１６９が主制御装置１６２以外に搭載されている又は上記電気
配線が基板ボックス１６３外に露出している構成では、クリアスイッチ１６９から上記停
電監視基板への信号経路に対して不正基板を介在させることにより、実際にはクリアスイ
ッチ１６９が操作されていないにも関わらず、不正基板から操作検知信号を出力させる不
正行為が想定される。そうすると、上記不正特定状態の設定の解除が、クリアスイッチ１
６９の操作を介することなく行われてしまうおそれがある。これに対して、本パチンコ機
１０では、クリアスイッチ１６９からの電気配線が基板ボックス１６３内に収容されてお
り、当該基板ボックス１６３には上記のとおり結合構造が設けられているため、上記不正
基板を介在させる行為を阻止することが可能となる。また、基板ボックス１６３には上記
のとおり開放痕跡手段が設けられていることにより、上記不正基板を介在させる行為を思
い留まらせることが可能であるとともに、当該行為が行われた場合にはその発見を比較的
容易に行うことが可能である。
【０２５２】
　また、本体枠１３が開放されている状況においてクリアスイッチ１６９が操作されたこ
とに基づいて上記不正特定状態の設定の解除を行うようにし、本体枠１３が閉鎖されてい
る状況においてクリアスイッチ１６９が操作されたとしても、上記不正特定状態の設定の
解除を行わないようにした。
【０２５３】
　クリアスイッチ１６９は上記のとおり主制御装置１６２の基板ボックス１６３に対して
設置されているため、遊技ホールの管理者が上記不正特定状態の設定の解除を行う場合、
本体枠１３を開放した状態で行うものと考えられる。これに対して、不正行為者が上記不
正特定状態の設定の解除を不正に行おうとする場合、その不正解除が目立たないようにす
るために、本体枠１３を閉鎖した状態において針金などをパチンコ機１０の背面側に侵入
させクリアスイッチ１６９を押圧操作することが想定される。この場合、本体枠１３が開
放されたことの報知も一切行われないため、不正な解除操作を遊技ホール側において把握
することが困難なものとなってしまう。そして、当該行為が行われると、上記のように不
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正特定状態の設定を行うようにした効果が消失してしまう。
【０２５４】
　これに対して、本パチンコ機１０では上記のとおり本体枠１３が開放されている状況に
おいてクリアスイッチ１６９が操作されたことに基づいて上記不正特定状態の設定の解除
を行うようにしたことで、上記のような不正な解除操作を阻止することが可能となる。
【０２５５】
　ちなみに、不正解除の設定は、電源を立ち上げる場合にクリアスイッチ１６９を操作し
ＲＡＭ３１３の初期化が実行された場合にも行われる。つまり、不正特定状態において電
源が遮断されたとしても、電源が立ち上げられる場合にクリアスイッチ１６９が操作され
てＲＡＭ３１３が初期化されることで、不正検知フラグがクリアされるため、不正特定状
態の設定が解除される。
【０２５６】
　なお、ＲＡＭ３１３に初期化操作によっては初期化されない領域を設定しておき、当該
領域に不正検知フラグを記憶するようにする又は電源の遮断に際して当該領域に不正検知
フラグを退避させるようにすることで、上記初期化操作によっては不正特定状態の設定の
解除を行えない構成としてもよい。この場合、電源が投入されている状況においてクリア
スイッチ１６９を解除基準期間に亘って継続操作しない限り、不正特定状態の設定の解除
を行うことができない。
【０２５７】
　不正検知時用処理を実行した後は、ステップＳ６１０～ステップＳ６１２の処理を実行
した後に、ステップＳ６０６に戻る。そして、前回の不正検知時用処理において不正検知
フラグがクリアされていることにより、ステップＳ６０６及びステップＳ６０７の両方に
ておいて否定判定されることとなり、ステップＳ６０９の処理が再開されることとなる。
【０２５８】
　次に、払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１により実行される各制御処理を図２６～図２
９のフローチャートを参照しながら説明する。かかるＣＰＵ３３１の処理としては大別し
て、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１からのコマンドの入力により起動される入力時割込
み処理と、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に（本実施の形態では２ｍｓ
ｅｃ周期で）起動されるタイマ割込み処理とがあり、説明の便宜上、はじめに入力時割込
み処理を説明し、その後、メイン処理、タイマ割込み処理の順で説明する。
【０２５９】
　入力時割込み処理は、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１からコマンドを入力した場合に
後述する他の処理を中断して実行される。入力時割込み処理では、図２６のフローチャー
トに示すように、ステップＳ９０１にて主制御基板３０１のＣＰＵ３１１からのコマンド
をＲＡＭ３３３のコマンド格納エリアに記憶し、その後、ステップＳ９０２にてＲＡＭ３
３３に設けられたコマンド入力フラグ格納エリアにコマンド入力フラグを格納し、本処理
を終了する。
【０２６０】
　次に、払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１に実行されるメイン処理を、図２７のフロー
チャートを用いて説明する。このメイン処理は、電源投入時のリセットに伴い起動される
。
【０２６１】
　まず、ステップＳ１００１では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には
、割込みモードを設定する。そして、ステップＳ１００２に進んでＲＡＭアクセスを許可
すると共に、ステップＳ１００３で外部割込みベクタの設定を行う。
【０２６２】
　その後、ステップＳ１００４では、ＲＡＭ３３３の停電フラグ格納エリアに停電フラグ
が格納されているか否かを判定する。また、ステップＳ１００５ではＲＡＭ判定値を算出
し、続くステップＳ１００６では、そのＲＡＭ判定値が電源遮断時に保存したＲＡＭ判定
値と一致するか否か、すなわち記憶保持されたデータの有効性を判定する。ＲＡＭ判定値
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は、例えばＲＡＭ３３３の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。なお、ＲＡ
Ｍ３３３の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かにより
記憶保持されたデータの有効性を判断することも可能である。
【０２６３】
　停電フラグが格納されていない場合や、ＲＡＭ判定値（チェックサム値等）により記憶
保持されたデータの異常が確認された場合はＲＡＭ３３３の初期化処理（ステップＳ１０
１１～Ｓ１０１３）に移行する。つまり、ステップＳ１０１１ではＲＡＭ３３３の全領域
を０にクリアし、続くステップＳ１０１２ではＲＡＭ３３３の初期化処理を実行する。ま
た、ステップＳ１０１３ではＣＰＵ周辺デバイスの初期設定を行う。
【０２６４】
　一方、停電フラグが格納されており、さらにＲＡＭ判定値（チェックサム値等）が正常
である場合は、復電時の処理（停電による電源遮断後の復旧時の処理）を実行する。つま
り、ステップＳ１００７にて停電フラグをクリアすると共に、ステップＳ１００８にて賞
球の払出を許可する払出許可フラグをクリアする。また、ステップＳ１００９ではＣＰＵ
周辺デバイスの初期設定を行う。なお、ＲＡＭ判定値は、例えばＲＡＭ３３３の作業領域
アドレスにおけるチェックサム値である。
【０２６５】
　ステップＳ１００９又はステップＳ１０１３の処理の後は、ステップＳ１０１０にて割
込みを許可し、ステップＳ１０１４にてＲＡＭ３３３の停電フラグ格納エリアに停電フラ
グが格納されているか否かを判定し、停電フラグが格納されていなければ、停電フラグが
格納されるまで待機する。
【０２６６】
　一方、停電フラグが格納されている場合には、停電が発生したことになるので、停電時
処理としてステップＳ１０１５移行の処理を実行する。停電時処理では、先ずステップＳ
１０１５にて各割込み処理の発生を禁止する。その後、ステップＳ１０１６にてＲＡＭ判
定値を算出、保存し、ステップＳ１０１７にてＲＡＭ３３３のアクセスを禁止して、電源
が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。なお、電源が完全
に遮断された後も、電源及び発射制御基板３２１からＲＡＭ３３３のデータ記憶保持用電
力が供給されるため、電源遮断前にＲＡＭ３３３に記憶されていた情報は所定の期間内（
例えば、１日や２日）保持される。
【０２６７】
　ここで、本メイン処理では、ステップＳ１００１～ステップＳ１０１３の通常時におけ
る一連の処理の終了後に、停電フラグが格納されているか否か（電源遮断が発生したか否
か）を判定しているので、各処理の途中の状態で停電時処理が実行されることがない。こ
れにより、電源遮断発生時においてＲＡＭ３３３に記憶するデータ量を極力少なくするこ
とができ、さらには電源遮断前の状態に復帰する場合には、処理の途中から開始する必要
はなく、払出制御基板３２２の処理の負担を軽減することができる。
【０２６８】
　次に、払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１により例えば２ｍｓｅｃ毎に実行されるタイ
マ割込み処理について、図２８のフローチャートを用いて説明する。
【０２６９】
　先ずステップＳ１１０１では、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１から入力したコマンド
の判定を行うコマンド判定処理を実行する。このコマンド判定処理では、図２９に示すよ
うに、ステップＳ１２０１にて、ＲＡＭ３３３のコマンド入力フラグ格納エリアにコマン
ド入力フラグが格納されているか否かを判定する。コマンド入力フラグが格納されていな
い場合は、新たなコマンドが主制御基板３０１のＣＰＵ３１１から出力されていないので
、そのまま本処理を終了する。一方、コマンド入力フラグが格納されていた場合は、ステ
ップＳ１２０２にてコマンド読出し処理を実行する。コマンド読出し処理では、入力した
コマンドをＲＡＭ３３３のコマンドバッファから読出し、さらにコマンド入力フラグをク
リアする。
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【０２７０】
　その後、読み出されたコマンドの種類を、ステップＳ１２０３、ステップＳ１２０５、
ステップＳ１２１０及びステップＳ１２１１の各処理にて判定し、各コマンドに対応した
処理を実行する。つまり、ステップＳ１２０３では、停電コマンドであるか否かを判定し
、当該コマンドである場合には、ステップＳ１２０４にてＲＡＭ３３３の停電フラグ格納
エリアに停電フラグを格納して、本処理を終了する。
【０２７１】
　ステップＳ１２０５では、払出初期化コマンドであるか否かを判定し、当該コマンドで
ある場合には、電源投入時に主制御基板３０１のＣＰＵ３１１からＲＡＭ３３３の初期化
が指示されていることになるので、ステップＳ１２０６～ステップＳ１２０９の処理を実
行した後に本処理を終了する。ステップＳ１２０６では、ＲＡＭ３３３に設けられた払出
許可フラグ格納エリアに払出許可フラグが格納されているか否かを判定し、当該フラグが
格納されていない場合は、ステップＳ１２０７にてＲＡＭ３３３の作業領域を０にクリア
し、さらにステップＳ１２０８にてＲＡＭ３３３の初期値を設定する。その後、ステップ
Ｓ１２０９にて払出許可フラグを格納することで、賞球の払出が許可される。
【０２７２】
　なお、ステップＳ１２０６において払出許可フラグが格納されている場合は、ステップ
Ｓ１２０７及びステップＳ１２０８の処理を行うことなく本処理を終了する。かかる構成
とすることにより、クリアスイッチ１６９が押されていないにも関わらずノイズなどの原
因で払出初期化コマンドの入力を認識したとしても、その際に残っている賞球が遊技者に
払い出されることなく消去されることを防止できる。
【０２７３】
　ステップＳ１２１０では、復電コマンドであるか否かを判定し、当該コマンドである場
合には、払出制御基板３２２が停電による電源遮断の前の状態に復帰するので、ステップ
Ｓ１２０９にて払出許可フラグを格納した後に本処理を終了する。かかる構成とすること
により、電源遮断前に賞球が残っていた場合に当該賞球を即座に払い出すことができる。
【０２７４】
　ステップＳ１２１１では、賞球コマンドである否かを判定し、当該コマンドである場合
には、ステップＳ１２１２にて賞球コマンドに対応した賞球個数を総賞球個数に加算した
後に、ステップＳ１２０９にて払出許可フラグを格納し本処理を終了する。
【０２７５】
　タイマ割込み処理（図２８）の説明に戻り、コマンド判定処理を実行した後は、ステッ
プＳ１１０２にて払出許可フラグが格納されているか否かを判定する。払出許可フラグが
格納されていない場合は、そのまま本処理を終了する。一方、払出許可フラグが格納され
ている場合は、ステップＳ１１０３にて状態復帰スイッチ２４５をチェックして、状態復
帰動作開始と判定した場合に状態復帰動作を実行する。
【０２７６】
　また、ステップＳ１１０４では、タンク球の状態の変化に応じてタンク球無し状態又は
タンク球無し解除状態の設定を実行する。すなわち、タンク球無しスイッチの検知信号に
よりタンク球無し状態を判定し、タンク球無しになった時、タンク球無し状態の設定を実
行し、タンク球無しでなくなった時、タンク球無し解除状態の設定を実行する。
【０２７７】
　その後、ステップＳ１１０５では、報知する状態の有無を判定し、報知する状態が有る
場合には払出制御装置２４２に設けた７セグメントＬＥＤにより報知する。
【０２７８】
　ステップＳ１１０６～Ｓ１１０８では、賞球払出の処理を実行する。この場合、賞球の
払出不可状態でなく且つ前記ステップＳ１１０１のコマンド判定処理で記憶した総賞球個
数が「０」でなければ（ステップＳ１１０６，Ｓ１１０７が共にＮＯ）、ステップＳ１１
０８に進み、賞球制御処理を開始する。賞球制御処理では、払出装置２２４を駆動制御し
、総賞球個数が「０」となるまで遊技球を払い出す。また、賞球の払出不可状態又は総賞
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球個数が「０」であれば（ステップＳ１１０６，Ｓ１１０７の何れかがＹＥＳ）、ステッ
プＳ１１０９～Ｓ１１１１の貸球払出の処理に移行する。
【０２７９】
　貸球払出の処理において、貸球の払出不可状態でなく且つ貸球払出要求を入力していれ
ば（ステップＳ１１０９がＮＯ、Ｓ１１１０がＹＥＳ）、ステップＳ１１１１に進み、貸
球制御処理を開始する。貸球制御処理では、払出装置２２４を駆動制御し、貸球払出要求
に対応した数の遊技球を払い出す。また、貸球の払出不可状態又は貸球払出要求を入力し
ていなければ（ステップＳ１１０９がＹＥＳ又はＳ１１１０がＮＯ）、後続の球抜きの処
理を実行する。
【０２８０】
　ステップＳ１１１２では、状態復帰スイッチ２４５をチェックして球抜き不可状態でな
いこと、及び球抜き動作開始でないことを条件に、払出装置２２４を駆動させ球抜き処理
を実行する。続くステップＳ１１１３では、球詰まり状態であることを条件にタンク２２
１に設けられたバイブレータの制御（バイブモータ制御）を実行する。その後、本タイマ
割込み処理を終了する。
【０２８１】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２８２】
　遊技盤８１に、磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６及び振動検知センサ１０７
を設置し、磁石を用いた不正行為又は振動させる行為が行われた場合には、主制御基板３
０１のＣＰＵ３１１において実行される作動制御用処理のうち、少なくとも一部について
その実行を規制するようにした。より詳細には、遊技領域における遊技が続行不可となる
ように規制するとともに、遊技球の払出が実行されないように規制するようにした。これ
により、上記不正行為が行われた後は、正規の遊技の進行を規制することができる。よっ
て、上記不正行為が行われたとしても、それに対して遊技ホールが被る不利益を低減する
ことができる。
【０２８３】
　特に、読み込み処理（ステップＳ２０１）が実行されないように規制したことで、上記
不正行為が行われた場合には、その後、入賞検知センサ１５２～１５４の検知結果を無効
化することができる。
【０２８４】
　また、始動入賞処理（ステップＳ２０５）が実行されないように規制したことで、上記
不正行為が行われた場合には、その後、大当たり状態が発生しないようにすることができ
る。
【０２８５】
　また、外部出力処理（ステップＳ６０１）が実行されないように規制したことで、上記
不正行為が行われた場合には、その後、賞球コマンドや表示用コマンドが出力されないよ
うにすることができる。賞球コマンドが出力されないことにより、遊技球の払出が規制さ
れる。また、表示用コマンドが出力されないことにより、図柄表示装置９１の表示などが
正規のものから規制される。
【０２８６】
　また、特定ランプ制御処理（ステップＳ６０３）が実行されないように規制したことで
、上記不正行為が行われた場合には、その後、大当たり状態を発生させるか否かの抽選や
、新たな遊技回の開始が行われないようにすることができる。
【０２８７】
　また、大入賞口開閉処理（ステップＳ６０４）が実行されないように規制したことで、
上記不正行為が行われた場合には、可変入賞装置８３が開放状態にならないようにするこ
とができる。
【０２８８】
　また、遊技球発射制御処理（ステップＳ６０５）が実行されないように規制したことで
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、上記不正行為が行われた場合には、その後、遊技を続行することができないようにする
ことができる。
【０２８９】
　また、例えば、上記不正行為に対して報知処理のみを実行する構成も考えられるが、制
御装置と報知機器との間の信号経路を切断する行為が想定され、当該行為が行われると上
記報知処理が実行されず、遊技ホールにとっては上記不正行為に対処することができなく
なってしまう。これに対して、本実施の形態によれば、上記のとおり、正規の遊技の進行
が規制されるため、上記不正行為に対して遊技ホールが被る不利益を低減することができ
る。
【０２９０】
　不正特定状態が設定され正規の遊技が進行しないように規制されている状態であっても
、停電の発生の有無を判定するとともに、停電が発生したと判定した場合には停電時処理
を実行するようにした。これにより、正規の遊技が進行しないように規制されている状態
であっても、停電が発生した場合には確実に停電時処理を実行することができる。
【０２９１】
　また、通常処理におけるステップＳ６０６～ステップＳ６１２の範囲内において、正規
の遊技が進行しないように規制するための不正検知時用処理を実行したことで、停電フラ
グが格納されているか否かを判定するための停電判定用処理を複数独立して設定する必要
がなくなる。例えば、不正監視処理（図２０）において、不正検知時用処理を実行する構
成を想定すると、当該不正監視処理における一部の処理として停電フラグが格納されてい
るか否かの判定処理を行う必要が生じる。そうすると、通常処理において停電フラグが格
納されているか否かの判定処理を行うとともに、不正監視処理において停電フラグが格納
されているか否かの判定処理を行う必要が生じる。これに対して、本実施の形態では、上
記のとおり通常処理において停電フラグが格納されているか否かの判定処理を行うだけで
よく、ＣＰＵ３１１の処理負荷が低減される。
【０２９２】
　また、不正特定状態が設定され正規の遊技が進行しないように規制されている状態であ
っても、本体枠１３の開放操作及び前扉枠１４の開放操作の両方を監視するようにした。
例えば、不正特定状態が設定されている状態において本体枠１３の開放操作及び前扉枠１
４の開放操作の監視が行われない構成を想定すると、パチンコ機１０に振動を与えた後に
本体枠１３の開放操作や前扉枠１４の開放操作が行われたとしても、それをＣＰＵ３１１
において特定することができない。そうすると、当該状況において主制御装置１６２への
不正行為や遊技盤８１への不正行為が行われてしまうことが懸念される。これに対して、
本構成によれば、このような不都合の発生を阻止することができる。
【０２９３】
　不正特定状態が設定されている場合、クリアスイッチ１６９の操作に基づいて当該不正
特定状態の設定が解除されるようにした。そして、この解除に際してＲＡＭ３１３，３３
３の初期化が実行されないようにした。これにより、不正特定状態の設定の解除後には、
遊技の状況を、不正特定状態の設定前の状況に復帰させることができる。
【０２９４】
　不正特定状態が設定されている場合、クリアスイッチ１６９が解除基準期間に亘って継
続操作されることにより、当該不正特定状態の設定が解除される。この場合に、当該クリ
アスイッチ１６９は、電源投入時にＲＡＭデータを初期化する場合に操作される。つまり
、本構成では、ＲＡＭデータを初期化する場合に操作されるクリアスイッチ１６９が、不
正特定状態の設定の解除操作手段として兼用されており、構成の簡素化を図りつつ、上記
優れた効果を得ることができる。
【０２９５】
　また、クリアスイッチ１６９の継続操作期間が解除基準期間に達することで不正特定状
態の設定を解除するようにした。これにより、実際にはクリアスイッチ１６９が操作され
ていないにも関わらず、ノイズなどの影響でＣＰＵ３１１に対して単発的にクリアスイッ
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チ１６９の操作検知信号が入力された場合に、上記不正特定状態の設定が解除されないよ
うにすることができる。
【０２９６】
　また、クリアスイッチ１６９は押しボタン式となっており、押圧部が主制御装置１６２
の基板ボックス１６３の表面にて露出するように配置されている。また、クリアスイッチ
１６９は基板ボックス１６３内に収容された停電監視基板３０３と電気的に接続されてい
るが、当該電気配線は基板ボックス１６３外に露出しておらず、当該基板ボックス１６３
内に収容されている。また、停電監視基板３０３は主制御基板３０１と電気的に接続され
ており、これら停電監視基板３０３及び主制御基板３０１は同一の基板ボックス１６３内
に収容されているとともに、両基板３０１，３０３を電気的に接続する電気配線も基板ボ
ックス１６３内に収容されている。例えば、クリアスイッチ１６９が主制御装置１６２以
外に搭載されている又は上記電気配線が基板ボックス１６３外に露出している構成では、
クリアスイッチ１６９から上記停電監視基板への信号経路に対して不正基板を介在させる
ことにより、実際にはクリアスイッチ１６９が操作されていないにも関わらず、不正基板
から操作検知信号を出力させる不正行為が想定される。そうすると、上記不正特定状態の
設定の解除が、クリアスイッチ１６９の操作を介することなく行われてしまうおそれがあ
る。これに対して、本パチンコ機１０では、クリアスイッチ１６９からの電気配線が基板
ボックス１６３内に収容されており、当該基板ボックス１６３には上記のとおり結合構造
が設けられているため、上記不正基板を介在させる行為を阻止することが可能となる。ま
た、基板ボックス１６３には上記のとおり開放痕跡手段が設けられていることにより、上
記不正基板を介在させる行為を思い留まらせることが可能であるとともに、当該行為が行
われた場合にはその発見を比較的容易に行うことが可能である。
【０２９７】
　また、本体枠１３が開放されている状況においてクリアスイッチ１６９が操作されたこ
とに基づいて上記不正特定状態の設定の解除を行うようにし、本体枠１３が閉鎖されてい
る状況においてクリアスイッチ１６９が操作されたとしても、上記不正特定状態の設定の
解除を行わないようにした。クリアスイッチ１６９は上記のとおり主制御装置１６２の基
板ボックス１６３に対して設置されているため、遊技ホールの管理者が上記不正特定状態
の設定の解除を行う場合、本体枠１３を開放した状態で行うものと考えられる。これに対
して、不正行為者が上記不正特定状態の設定の解除を不正に行おうとする場合、その不正
解除が目立たないようにするために、本体枠１３を閉鎖した状態において針金などをパチ
ンコ機１０の背面側に侵入させクリアスイッチ１６９を押圧操作することが想定される。
この場合、本体枠１３が開放されたことの報知も一切行われないため、不正な解除操作を
遊技ホール側において把握することが困難なものとなってしまう。そして、当該行為が行
われると、上記のように不正特定状態の設定を行うようにした効果が消失してしまう。こ
れに対して、本パチンコ機１０では上記のとおり本体枠１３が開放されている状況におい
てクリアスイッチ１６９が操作されたことに基づいて上記不正特定状態の設定の解除を行
うようにしたことで、上記のような不正な解除操作を阻止することが可能となる。
【０２９８】
　不正特定状態が設定されている状況であっても、乱数初期値更新処理や変動用カウンタ
更新処理を実行するようにした。これらの更新処理は不正特定状態の設定が行われている
状況であっても継続されることが好ましく、本構成によれば上記各更新処理を継続するこ
とができる。
【０２９９】
　（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１における処理構成が上記第１の実
施の形態と異なっている。本実施の形態のＣＰＵ３１１では、遊技を進行させる作動制御
用処理は全てタイマ割込み処理にて実行される。このような処理構成のＣＰＵ３１１を備
えたパチンコ機１０においても、上記磁石を用いた不正行為や上記振動を与える不正行為
が行われることが想定され、それに対処する必要がある。そこで本実施の形態におけるＣ
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ＰＵ３１１の処理構成について以下に説明する。なお、ＮＭＩ割込み処理（図１８）につ
いては、上記第１の実施の形態と同様であるためここでは説明を省略する。
【０３００】
　先ず、本実施の形態におけるＣＰＵ３１１のメイン処理について、図３０及び図３１の
フローチャートを用いて説明する。
【０３０１】
　先ずステップＳ１３０１では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。続くステップ
Ｓ１３０２では、ＲＡＭ３１３のアクセスを許可する。その後、ステップＳ１３０３では
、主制御装置１６２に設けたクリアスイッチ１６９がオンされているか否かを判定し、続
くステップＳ１３０４ではＲＡＭ３１３の停電フラグ格納エリアに停電フラグが格納され
ているか否かを判定する。また、ステップＳ１３０５ではＲＡＭ判定値を算出し、続くス
テップＳ１３０６では、そのＲＡＭ判定値が電源遮断時に保存したＲＡＭ判定値と一致す
るか否か、すなわち記憶保持されたデータの有効性を判定する。
【０３０２】
　クリアスイッチ１６９が押されていれば、ステップＳ１３１１～ステップＳ１３１３の
処理に移行する。また、電源遮断の発生情報が設定されていない場合や、ＲＡＭ判定値（
チェックサム値等）により記憶保持されたデータの異常が確認された場合も同様にステッ
プＳ１３１１～ステップＳ１３１３の処理に移行する。
【０３０３】
　ステップＳ１３１１では、払出初期化コマンド等を出力する。続くステップＳ１３１２
ではＲＡＭ３１３の使用領域を０にクリアし、ステップＳ１３１３ではＲＡＭ３１３の初
期化処理を実行する。その後、ステップＳ１３１４にて割込み許可を設定し、ステップＳ
１３１５（図３１）の処理に移行する。
【０３０４】
　一方、クリアスイッチ１６９が押されていない場合には、停電フラグが格納されている
こと、及びＲＡＭ判定値（チェックサム値等）が正常であることを条件に、ステップＳ１
３０７～ステップＳ１３１０の復電処理に移行する。
【０３０５】
　ステップＳ１３０７では、停電フラグ格納エリアに格納されている停電フラグをクリア
する。その後、ステップＳ１３０８にて従側の制御基板を電源遮断前の遊技状態に復帰さ
せるための復電コマンドを出力する。
【０３０６】
　その後、ステップＳ１３０９にて、ＲＡＭ３１３のコマンド出力フラグ格納エリアにコ
マンド出力フラグが格納されている場合には、そのコマンド出力フラグをクリアする。そ
の後、ステップＳ１３１０では、ＲＡＭ３１３の不正検知フラグ格納エリアに不正検知フ
ラグが格納されているか否かを判定する。不正検知フラグが格納されていない場合には、
ステップＳ１３１４にて割込み許可を設定し、ステップＳ１３１５（図３１）の処理に移
行する。
【０３０７】
　一方、不正検知フラグが格納されている場合には、上記不正行為が行われたことがＣＰ
Ｕ３１１にて特定され、さらにその特定された状態が解除されていない状況において、電
源が遮断されたことを意味する。この場合には、ステップＳ１３１４の割込み許可の設定
を行わずステップＳ１３１５（図３１）の処理に移行する。
【０３０８】
　ステップＳ１３１５では、ＲＡＭ３１３の停電フラグ格納エリアに停電フラグが格納さ
れているか否かを判定する。また、ステップＳ１３１６では、ＲＡＭ３１３の不正検知フ
ラグ格納エリアに不正検知フラグが格納されているか否かを判定する。
【０３０９】
　停電フラグ及び不正検知フラグの両方が格納されていない場合には、ステップＳ１３１
５及びステップＳ１３１６の両方にて否定判定をし、ステップＳ１３１８以降の処理を実
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行する。つまり、ステップＳ１３１８では、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を実行す
る。続くステップＳ１３１９では、両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ２の更新を実行する
。続くステップＳ１３２０では、開放検知処理を実行する。これらの処理については、上
記第１の実施の形態におけるステップＳ６１０～ステップＳ６１２の各処理と同様である
ため、ここでは説明を省略する。そして、ステップＳ１３１８～ステップＳ１３２０の各
処理を実行した後は、ステップＳ１３１５に戻る。その後、停電フラグ又は不正検知フラ
グのいずれか一方が格納されるまで、上記処理を繰り返す。
【０３１０】
　また、停電フラグが格納されている場合には、ステップＳ１３１５にて肯定判定をし、
ステップＳ１３２１以降の停電時処理を実行する。当該停電時処理は、上記第１の実施の
形態におけるステップＳ６１３～ステップＳ６１６の処理と同様であるため、ここでは説
明を省略する。
【０３１１】
　また、停電フラグが格納されておらず不正検知フラグが格納されている場合には、ステ
ップＳ１３１５にて否定判定をするとともに、ステップＳ１３１６にて肯定判定をし、ス
テップＳ１３１７に進む。ステップＳ１３１７では、不正検知時用処理を実行する。当該
不正検知時用処理の処理構成は、上記第１の実施の形態における不正検知時用処理（図２
５）と同様であるため、ここでは説明を省略する。不正検知時用処理が実行されることに
より、不正特定状態の設定が行われ、遊技が進行しないように規制される。その後、停電
フラグが格納されるまで、又は不正特定状態の設定が解除されるまで、ステップＳ１３１
５～ステップＳ１３２０の処理が繰り返し実行される。
【０３１２】
　次に、本実施の形態におけるＣＰＵ３１１のタイマ割込み処理について、図３２のフロ
ーチャートを用いて説明する。本タイマ割込み処理は、上記第１の実施の形態と同様に、
２ｍｓｅｃ周期で起動されるが、これに限定されることはなく、例えば、３ｍｓｅｃ周期
又は４ｍｓｅｃ周期で起動される構成としてもよい。
【０３１３】
　先ずステップＳ１４０１では、読み込み処理を実行する。その後、ステップＳ１４０２
では、不正監視処理を実行する。その後、ステップＳ１４０３にて、乱数初期値カウンタ
ＣＩＮＩの更新を実行する。続くステップＳ１４０４では、大当たり乱数カウンタＣ１、
大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の更新を実行する。その後、ステ
ップＳ１４０５にて始動入賞処理を実行する。以上のステップＳ１４０１～ステップＳ１
４０５の各処理は、上記第１の実施の形態におけるステップＳ２０１～ステップＳ２０５
の各処理と同一であるため、ここでは説明を省略する。
【０３１４】
　続くステップＳ１４０６では、前回の処理で更新されたコマンド等の出力データを従側
の各制御基板に出力する。その後、ステップＳ１４０７では、変動種別カウンタ及び外れ
図柄カウンタの更新を実行する。その後、ステップＳ１４０８では特定ランプ部制御処理
を実行する。その後、ステップＳ１４０９では大入賞口開閉処理を実行する。その後、ス
テップＳ１４１０では遊技球発射制御処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。以
上のステップＳ１４０６～ステップＳ１４１０の各処理は、上記第１の実施の形態におけ
るステップＳ６０１～ステップＳ６０５の各処理と同一であるため、ここでは説明を省略
する。
【０３１５】
　以上詳述した本実施の形態によれば、上記第１の実施の形態と同様の効果を得ることが
できる。
【０３１６】
　（他の実施の形態）
　なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。ちなみに、以下の別形態の構成を、上記各実施の形態における構成に対して、個別に



(49) JP 2009-77793 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

適用してもよく、相互に組み合せて適用してもよい。
【０３１７】
　（１）上記各実施の形態では、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１によるＮＭＩ割込み処
理（図１８）においてＲＡＭ３１３の停電フラグ格納エリアに停電フラグを格納する処理
のみを実行し、実際の停電時処理は通常処理（図２３）にて実行する構成のパチンコ機１
０に対して、不正特定状態の設定及びその解除に関する本発明を適用したが、ＮＭＩ割込
み処理にて停電時処理（ステップＳ６１３～ステップＳ６１６又はステップＳ１３２１～
ステップＳ１３２４）を実行する構成のパチンコ機１０に対して、不正特定状態の設定及
びその解除に関する本発明を適用してもよい。当該パチンコ機１０においても上記磁石を
用いた不正行為や上記振動を与える不正行為が行われることが想定され、これに対して不
正特定状態の設定及びその解除に関する本発明を適用することで、上記不正行為に対して
好適に対処することができる。
【０３１８】
　（２）上記各実施の形態では、磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６及び振動検
知センサ１０７を遊技盤８１に設置し、磁石を用いた不正行為や振動を与える不正行為に
対して不正特定状態の設定を行い遊技が進行しないように規制する構成としたが、監視対
象の不正行為が上記のものに限定されることはない。
【０３１９】
　例えば、磁気検知センサ１０５のみを設置し、磁石を用いた不正行為のみを監視対象と
してもよい。また、フォトセンサ１０６のみを設置し、パチンコ機１０に対する異常動作
のみを監視対象としてもよい。また、振動検知センサ１０７のみを設置し、振動を与える
不正行為のみを監視対象としてもよい。なお、磁石を用いた不正行為のみを監視対象とす
る場合やパチンコ機１０に対する異常動作のみを監視対象とする状況は、上記各実施の形
態のようなパチンコ機１０だけでなく、例えば、作動口８４がステージユニット１７２上
ではなく遊技盤８１の盤面上に設置されたパチンコ機や、当該パチンコ機において作動口
８４に電動役物が設置されているとともに、電動役物の開放抽選契機となるスルーゲート
が遊技盤８１に設置されたパチンコ機や、当該パチンコ機において作動口８４が上下に並
設されたパチンコ機においても発生する。この場合、これらパチンコ機に対して、不正特
定状態の設定及びその解除に関する本発明を適用することで、上記不正行為に対して好適
に対処することができる。
【０３２０】
　また、上記磁石を用いた不正行為や振動を与える不正行為に対しては、報知処理のみを
実行するようにして上記不正特定状態の設定を行わないようにしてもよい。但し、この場
合、報知用の信号が伝送される電気配線を切断することで報知用の信号経路を切断し、報
知処理が実行されないようにする行為が想定される。例えば、主制御基板３０１と音声ラ
ンプ制御基板３２４との間の信号経路を切断する行為が想定される。また、音声ランプ制
御基板３２４と報知機器（スピーカ部２６やエラー表示ランプ部２４）との間の信号経路
を切断する行為が想定される。また、主制御基板３０１と外部端子板２１３との間の信号
経路を切断する行為が想定される。また、外部端子板２１３と遊技ホール側の管理制御装
置との間の信号経路を切断する行為が想定される。これに対して、報知用の信号経路が遮
断されていることを検知する経路遮断検知手段を設けるとともに、主制御基板３０１とい
った制御手段は当該経路遮断検知手段の検知結果に基づいて上記不正特定状態の設定とい
った規制を実行する規制手段を有する構成としてもよい。この場合、磁石を用いた不正行
為や振動を与える不正行為が行われた段階では不正用報知のみに留め、その不正用報知を
不正に解除しようとする行為に対しては遊技が進行しないように規制することができる。
【０３２１】
　なお、経路遮断検知手段としては、信号経路の出力元及び出力先間で常時接続確認用信
号を送受し合うようにする確認用信号出力手段と確認用信号入力手段とを備えた構成が考
えられる。
【０３２２】
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　（３）上記各実施の形態では、停電監視基板３０３からの停電信号を主制御基板３０１
のＣＰＵ３１１のＮＭＩ端子に入力するようにしたが、これに代えて、磁気検知センサ１
０５や前扉枠開放スイッチ１０７などからの信号が入力される入力ポートに入力する構成
としてもよい。当該構成であっても、上記各実施の形態と同様に、不正特定状態の設定が
行われ遊技の進行が規制されている状況においても停電発生時には停電時処理の実行を優
先させることが好ましい。具体的には、不正特定状態の設定が行われ、各種入賞センサ１
５２～１５４の信号の読み込み処理が実行されない状況であっても、上記停電信号が入力
される入力ポートの信号監視処理を実行するようにするとよい。なお、停電信号専用の入
力ポートを設けてもよい。また、不正特定状態の設定が行われている状況であっても信号
監視処理が実行される専用の入力ポートを設けてもよい。この場合、当該入力ポートには
停電信号だけでなく、前扉枠開放スイッチ７８や本体枠開放スイッチ２３０からの信号を
入力するようにする。
【０３２３】
　（４）不正特定状態の設定が行われた場合には、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１にお
ける作動制御用処理の全てが行われないように規制するのではなく、少なくとも遊技球の
発射が行われないように規制する構成としてもよい。
【０３２４】
　上記第１の実施の形態において具体的には、不正監視処理（図２０）にて不正検知フラ
グが格納された場合には、通常処理（図２３）にて遊技球発射制御処理（ステップＳ６０
５）を実行しないようにする。より詳細には、通常処理において、ステップＳ６０４とス
テップＳ６０５との間の処理にて、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが格納されているか否
かを判定する判定処理を実行するようにし、不正検知フラグが格納されていない場合には
ステップＳ６０５の遊技球発射制御処理を実行し、不正検知フラグが格納されている場合
にはステップＳ６０５の遊技球発射制御処理を実行することなくステップＳ６０６の処理
を実行するようにする。遊技球の発射が禁止されれば、その後に遊技を継続することがで
きなくなるため、遊技が進行しないよう規制することができる。
【０３２５】
　なお、当該構成において遊技球発射制御処理のみ行われないようにすることで、その他
の作動制御用処理は規制されない。したがって、不正特定状態の設定が行われている状況
であっても大当たり乱数カウンタＣ１といった各種カウンタの更新処理は継続されること
となる。不正特定状態の設定が行われている状況であっても、それら各種カウンタの更新
処理が実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウンタの更新処理を継続するこ
とができる。
【０３２６】
　（５）また、遊技球の発射を禁止するのではなく、不正特定状態の設定が行われた場合
には遊技球の発射周期をそれまでよりも遅い周期に切り換える構成としてもよい。この場
合、実質的に遊技球が発射されない程度の周期に切り換えることで、上記遊技球の発射を
禁止した場合と同様の効果を得ることができる。また、実質的に遊技球が発射されない程
度ではないにしても、ある程度の遅い周期に切り換えるようにすることで、遊技の進行が
遅れるように、遊技の進行を規制することができる。つまり、少なくとも遊技球の発射が
制限されるようにすることで、遊技の進行を規制することができる。
【０３２７】
　（６）不正特定状態の設定が行われた場合には、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１にお
ける作動制御用処理の全てが行われないように規制するのではなく、少なくとも各種入賞
センサ１５２～１５４からの信号の監視を行わないように規制する構成としてもよい。つ
まり、少なくとも各種入賞口８２～８４への入賞が無効化されるように規制する構成とし
てもよい。
【０３２８】
　上記第１の実施の形態において具体的には、不正監視処理（図２０）にて不正検知フラ
グが格納された場合には、タイマ割込み処理（図１９）にて読み込み処理（ステップＳ２
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０１）を実行しないようにする。より詳細には、タイマ割込み処理において、ステップＳ
２０１の前の処理にて、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが格納されているか否かを判定す
る判定処理を実行するようにし、不正検知フラグが格納されていない場合にはステップＳ
２０１の読み込み処理を実行し、不正検知フラグが格納されている場合にはステップＳ２
０１の読み込み処理を実行することなくステップＳ２０２の処理を実行するようにする。
各種入賞口８２～８４への入賞が無効化されれば、その後に賞球の発生や大当たり抽選な
どが行われなくなるため、遊技が進行しないよう規制することができる。
【０３２９】
　なお、当該構成において読み込み処理のみ行われないようにすることで、その他の作動
制御用処理は規制されない。したがって、不正特定状態の設定が行われている状況であっ
ても大当たり乱数カウンタＣ１といった各種カウンタの更新処理は継続されることとなる
。不正特定状態の設定が行われている状況であっても、それら各種カウンタの更新処理が
実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウンタの更新処理を継続することがで
きる。
【０３３０】
　（７）また、各種入賞口８２～８４への入賞が無効化されるように規制するのではなく
、遊技球発射ハンドル４１の操作が無効化されるように、当該遊技球発射ハンドル４１の
操作に関わる信号の監視を行わないようにしてもよい。この場合、不正特定状態の設定が
行われた場合には、遊技球の発射が禁止され、既に説明したように遊技が進行しないよう
に規制することができる。
【０３３１】
　（８）不正特定状態の設定が行われた場合には、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１にお
ける作動制御用処理の全てが行われないように規制するのではなく、少なくとも遊技球の
払出が制限されるように規制する構成としてもよい。上記第１の実施の形態において具体
的には、不正監視処理（図２０）にて不正検知フラグが格納された場合には、通常処理（
図２３）にて外部出力処理（ステップＳ６０１）を実行しないようにする。より詳細には
、通常処理において、ステップＳ６０１の前の処理にて、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグ
が格納されているか否かを判定する判定処理を実行するようにし、不正検知フラグが格納
されていない場合にはステップＳ６０１の外部出力処理を実行し、不正検知フラグが格納
されている場合にはステップＳ６０１の外部出力処理を実行することなくステップＳ６０
２の処理を実行するようにする。外部出力処理が実行されなければ、賞球コマンドが払出
制御基板３２２に出力されなくなるため、その後の入賞に基づく遊技球の払出が行われな
くなり、遊技が進行しないよう規制することができる。
【０３３２】
　また、上記構成に代えて、外部出力処理は行うものの、不正検知フラグが格納されてい
る場合には、主制御基板３０１から払出制御基板３２２に賞球禁止コマンドを出力し、払
出制御基板３２２では賞球禁止コマンドを入力した場合、払出装置２２４の駆動制御を停
止させる又は低速にさせる構成としてもよい。当該構成であっても遊技球の払出が制限さ
れ、上記構成と同様の効果を得ることができる。
【０３３３】
　なお、上記各構成において遊技球の払出のみ制限されるようにすることで、その他の作
動制御用処理は規制されない。したがって、不正特定状態の設定が行われている状況であ
っても大当たり乱数カウンタＣ１といった各種カウンタの更新処理は継続されることとな
る。不正特定状態の設定が行われている状況であっても、それら各種カウンタの更新処理
が実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウンタの更新処理を継続することが
できる。
【０３３４】
　（９）また、上記のように不正特定状態の設定が行われている状況において遊技球の払
出が制限されるように規制する構成において、その規制されている間における入賞口（払
出対応入球部）１５２～１５４への入賞（入球）を有効としてもよく、逆に無効としても
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よい。有効とする場合、上記規制されている状況であっても、賞球情報が主制御基板３０
１のＲＡＭ３１３などに記憶されることとなり、不正特定状態の設定が解除された場合に
はその賞球情報に対応した遊技球の払出が実行されることとなる。このように入賞を無効
化しないようにすることで、実際には不正行為が行われていないにも関わらず、例えば磁
気検知センサ１０５が磁気を検知して不正特定状態の設定が行われたとしても、それに対
して遊技者が被る不利益を低減することができる。一方、実際に不正行為が行われたこと
が特定された場合には、遊技ホールの管理者などがＲＡＭのクリア操作を実行することで
、その不正行為に基づく遊技球の払出を禁止することができる。
【０３３５】
　一方、無効とする場合、上記規制されている状況で入賞口１５２～１５４への入賞が発
生したとしても、賞球情報は記憶されない。そうすると、不正特定状態の設定が解除され
たとしてもその入賞に対応した遊技球の払出は実行されない。この場合に、無効にした賞
球数のみはＲＡＭ３１３などで記憶しておくようにし、不正特定状態の設定が解除された
場合にはその無効にした賞球数を図柄表示装置９１の表示画面などにて報知する構成とし
てもよい。
【０３３６】
　（１０）不正特定状態の設定が行われた場合には、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１に
おける作動制御用処理の全てが行われないように規制するのではなく、少なくとも可変入
賞装置（特別遊技状態の場合には開閉手段が開放状態となり遊技球が入球したことに基づ
いて遊技球の払出が実行されることとなる特別入球装置）８３が開放されないように規制
する構成としてもよい。上記第１の実施の形態において具体的には、不正監視処理（図２
０）にて不正検知フラグが格納された場合には、通常処理（図２３）にて大入賞口開閉処
理（ステップＳ６０１）を実行しないようにするとともに、可変入賞装置８３の開閉体が
閉鎖状態に維持されるようにする。より詳細には、通常処理において、ステップＳ６０３
とステップＳ６０４の間の処理にて、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが格納されているか
否かを判定する判定処理を実行するようにし、不正検知フラグが格納されていない場合に
はステップＳ６０４の大入賞口開閉処理を実行し、不正検知フラグが格納されている場合
にはステップＳ６０４の大入賞口開閉処理を実行することなくステップＳ６０５の処理を
実行するようにする。可変入賞装置８３が開放されなければ、当該可変入賞装置８３への
入賞が発生しなくなるため、パチンコ機１０を振動させるといった不正行為が行われた場
合に多数の遊技球が払い出されないようにすることができる。
【０３３７】
　なお、上記各構成において大入賞口開閉処理のみ実行されないようにすることで、その
他の作動制御用処理は規制されない。したがって、不正特定状態の設定が行われている状
況であっても大当たり乱数カウンタＣ１といった各種カウンタの更新処理は継続されるこ
ととなる。不正特定状態の設定が行われている状況であっても、それら各種カウンタの更
新処理が実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウンタの更新処理を継続する
ことができる。
【０３３８】
　（１１）不正特定状態の設定が行われた場合には、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１に
おける作動制御用処理の全てが行われないように規制するのではなく、少なくとも大当た
り状態（特別遊技状態）に移行しないように規制する構成としてもよい。上記第１の実施
の形態において具体的には、不正監視処理（図２０）にて不正検知フラグが格納された場
合には、通常処理（図２３）にて特定ランプ部制御処理（ステップＳ６０３）を実行しな
いようにする。より詳細には、通常処理において、ステップＳ６０２とステップＳ６０３
との間の処理にて、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが格納されているか否かを判定する判
定処理を実行するようにし、不正検知フラグが格納されていない場合にはステップＳ６０
３の特定ランプ部制御処理を実行し、不正検知フラグが格納されている場合にはステップ
Ｓ６０３の特定ランプ部制御処理を実行することなくステップＳ６０４の処理を実行する
ようにする。特定ランプ部制御処理が実行されなければ、大当たり状態を発生させるか否
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かの抽選処理が実行されなくなるため、正規の遊技が進行しないよう規制することができ
る。但し、特定ランプ部制御処理は、図柄表示装置９１及び特定ランプ部９３における１
遊技回の開始及び終了を制御するものであるため、特定ランプ部制御処理が実行されない
ように規制されることで、図柄表示装置９１における図柄の変動表示や特定ランプ部９３
における表示色の切換表示も実行されないように規制されることとなる。
【０３３９】
　また、上記構成に代えて、大当たり状態を発生させるか否かの抽選処理は実行しないも
のの、作動口８４への入賞に基づく図柄の変動表示などは行うようにしてもよい。但し、
当該図柄の変動表示などでは、最終的に外れ表示が行われることとなる。また、抽選処理
は実行するものの、大当たり当選となった場合には、それを無効化する構成としてもよい
。これらいずれの構成であっても、大当たり状態が発生しないように規制されるため、正
規の遊技が進行しないように規制することができる。
【０３４０】
　また、上記構成に代えて、不正監視処理（図２０）にて不正検知フラグが格納された場
合には、タイマ割込み処理（図１９）にて始動入賞処理（ステップＳ２０５）を実行しな
いようにしてもよい。より詳細には、タイマ割込み処理において、ステップＳ２０４とス
テップＳ２０５との間の処理にて、ＲＡＭ３１３に不正検知フラグが格納されているか否
かを判定する判定処理を実行するようにし、不正検知フラグが格納されていない場合には
ステップＳ２０５の始動入賞処理を実行し、不正検知フラグが格納されている場合にはス
テップＳ２０５の始動入賞処理を実行することなくタイマ割込み処理を終了するようにす
る。始動入賞処理が実行されなければ、大当たり状態を発生させるか否かの抽選を行うた
めの大当たり乱数カウンタＣ１などの格納処理が実行されなくなるため、正規の遊技が進
行しないように規制することができる。
【０３４１】
　なお、上記各構成において大当たり状態に移行しないように規制するのみとすることで
、その他の作動制御用処理は規制されない。したがって、不正特定状態の設定が行われて
いる状況であっても大当たり乱数カウンタＣ１といった各種カウンタの更新処理は継続さ
れることとなる。不正特定状態の設定が行われている状況であっても、それら各種カウン
タの更新処理が実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウンタの更新処理を継
続することができる。
【０３４２】
　（１２）上記第１の実施の形態において、不正特定状態の設定が行われた場合には、主
制御基板３０１のＣＰＵ３１１における作動制御用処理の全てが行われないように規制す
るのではなく、少なくともＣＰＵ３１１のタイマ割込み処理（図１９）が起動されないよ
うに規制する構成としてもよい。これにより、不正特定状態の設定が行われた場合には、
読み込み処理（ステップＳ２０１）や始動入賞処理（ステップＳ２０５）などが実行され
なくなり、遊技が進行しないように規制することができる。
【０３４３】
　なお、上記構成においてタイマ割込み処理（図１９）では、ステップＳ２０３及びステ
ップＳ２０４の大当たり乱数カウンタＣ１の更新処理等は行わないようにし、代わりに、
当該更新処理を通常処理（図２３）にて行うようにするとともに、不正特定状態の設定が
行われた場合にはタイマ割込み処理の起動の規制のみを行うようにしてもよい。この場合
、不正特定状態の設定が行われている状況であっても大当たり乱数カウンタＣ１といった
各種カウンタの更新処理は継続されることとなる。不正特定状態の設定が行われている状
況であっても、それら各種カウンタの更新処理が実行されることが好ましく、本構成によ
れば各種カウンタの更新処理を継続することができる。
【０３４４】
　（１３）上記第１の実施の形態において、不正特定状態の設定が行われた場合には、主
制御基板３０１のＣＰＵ３１１における作動制御用処理の全てが行われないように規制す
るのではなく、少なくともＣＰＵ３１１の通常処理（図２３）におけるステップＳ６０１
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～ステップＳ６０５の各処理が実行されないように規制する構成としてもよい。これによ
り、不正特定状態の設定が行われた場合には、外部出力処理（ステップＳ６０１）や遊技
球発射制御処理（ステップＳ６０５）などが実行されなくなり、遊技が進行しないように
規制することができる。
【０３４５】
　なお、上記構成において不正特定状態の設定が行われた場合には通常処理におけるステ
ップＳ６０１～ステップＳ６０５の各処理が実行されないように規制し、タイマ割込み処
理（図１９）の割込み禁止の設定を行わないようにしてもよい。この場合、不正特定状態
の設定が行われている状況であっても大当たり乱数カウンタＣ１といった各種カウンタの
更新処理は継続されることとなる。不正特定状態の設定が行われている状況であっても、
それら各種カウンタの更新処理が実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウン
タの更新処理を継続することができる。
【０３４６】
　（１４）上記各実施の形態において、不正特定状態の設定が行われた場合には、主制御
基板３０１のＣＰＵ３１１にて遊技が進行されなように規制するだけでなく、音声ランプ
制御基板３２４において図柄表示装置９１の表示画面における表示を消す構成としてもよ
い。また、図柄の変動表示が行われている状況で不正特定状態の設定が行われた場合には
、変動表示時間の計測を行わず、図柄の変動表示を行わせ続ける構成としてもよい。これ
らの場合、遊技ホールの管理者等にとっては、図柄表示装置９１における表示画面の異常
を周囲にて確認することで、当該パチンコ機１０において不正特定状態の設定が行われて
いることを把握することができる。
【０３４７】
　（１５）上記各実施の形態では、不正特定状態の設定が行われた状況であっても、乱数
初期値更新処理（ステップＳ６１０又はステップＳ１３１８）及び変動用カウンタ更新処
理（ステップＳ６１１又はステップＳ１３１９）が実行される構成としたが、これらの更
新処理に加え又はこれらの更新処理に代えて、大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別
カウンタＣ２、リーチ乱数カウンタＣ３又は外れ図柄カウンタＣＬ，ＣＭ，ＣＲの少なく
とも一の更新処理が実行される構成としてもよい。つまり、不正特定状態の設定が行われ
た状況であっても、特別遊技状態の抽選処理に用いられる抽選情報の更新処理又は図柄の
変動表示が行われた場合の停止パターンの更新処理が実行される構成としてもよい。
【０３４８】
　上記構成について具体的には、不正検知フラグが格納された場合にタイマ割込み処理の
割込みを禁止するのではなく、また第１の実施の形態においては、不正検知フラグが格納
されたとしてもステップＳ６０９の処理を実行するようにする。そして、実行されないよ
うに規制する処理の手前の処理として不正検知フラグが格納されているか否かの判定を行
い、不正検知フラグが格納されている場合には当該規制する処理を実行しないようにする
。一方、カウンタなどの更新処理については、不正検知フラグが格納されているか否かに
関係なく実行するようにする。
【０３４９】
　不正特定状態の設定が行われている状況であっても、それら各種カウンタの更新処理が
実行されることが好ましく、本構成によれば各種カウンタの更新処理を継続することがで
きる。
【０３５０】
　また、不正特定状態の設定が行われた状況においては、上記のような乱数の更新処理を
一切行わない構成としてもよい。
【０３５１】
　（１６）上記各実施の形態において、不正特定状態の設定が行われた状況では本体枠１
３や前扉枠１４といった開閉体の開放を監視しないように構成してもよい。当該構成であ
っても、磁石を用いた不正行為が行われた場合には、遊技が進行しないように規制するこ
とができる。但し、当該構成においては、不正特定状態の設定の解除条件に、本体枠１３
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の開放が含まれないようにする必要がある。また、本体枠１３及び前扉枠１４のうち一方
について、不正特定状態の設定が行われた状況で開放の監視を行うようにしてもよい。
【０３５２】
　（１７）上記第１の実施の形態において、不正監視処理（図２０）をタイマ割込み処理
（図１９）にて実行するのではなく、通常処理（図２３）にて実行するようにしてもよい
。また、上記第２の実施の形態において、不正監視処理をタイマ割込み処理（図３２）に
て実行するのではなく、メイン処理（図３０、図３１）にて実行するようにしてもよい。
【０３５３】
　また、磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６及び振動検知センサ１０７の信号を
、ＣＰＵ３１１のＮＭＩ端子に入力するようにし、ＮＭＩ割込み処理にて上記不正監視処
理を実行する構成としてもよい。
【０３５４】
　（１８）上記第１の実施の形態では、通常処理（図２３）においてステップＳ６０８の
不正検知時用処理を実行した後は、ステップＳ６０９にて次回の通常処理の開始タイミン
グか否かの判定を行わないようにしたが、これに代えて、ステップＳ６０９の処理を実行
する構成としてもよい。当該構成であっても、不正検知時用処理ではタイマ割込み処理の
割込みが禁止されるため、ステップＳ６０９にて肯定判定されることはない。よって、上
記第１の実施の形態と同様に、不正特定状態の設定として、通常処理のステップＳ６０１
～ステップＳ６０５の処理が実行されないようにすることができる。
【０３５５】
　（１９）上記各実施の形態において、外部端子板２１３に不正検知信号専用の出力端子
を設け、不正特定状態の設定をする場合、当該出力端子から遊技ホール側の管理制御装置
に不正検知信号を出力するようにしてもよい。
【０３５６】
　（２０）上記各実施の形態では、不正特定状態の設定をする場合、タイマ割込み処理の
割込み禁止設定（ステップＳ８０１）を優先して行うことで、遊技が進行しないように規
制した後に報知処理を開始するようにしたが、これに代えて、報知処理を開始した後に遊
技が進行しないように規制してもよい。
【０３５７】
　（２１）上記各実施の形態では、クリアスイッチ１６９を主制御装置１６２に搭載した
が、これに代えて、クリアスイッチ１６９を電源及び発射制御装置２４３などの他の制御
装置に搭載してもよい。また、クリアスイッチ１６９をＲＡＭの初期化用と、不正特定状
態の設定の解除用とで兼用するのではなく、ＲＡＭの初期化用と、不正特定状態の設定の
解除用とでそれぞれ個別に操作手段を設ける構成としてもよい。
【０３５８】
　（２２）上記各実施の形態において、振動検知センサ１０７における振動検知が、パチ
ンコ機１０を意図的に振動させたことによるもの、又は本体枠１３や前扉枠１４が開閉操
作されたことによるもののいずれであるかが主制御基板３０１のＣＰＵ３１１において特
定可能な構成としてもよい。具体的には、振動検知センサ１０７からの振動検知情報の入
力開始タイミングにおいて、前扉枠開放スイッチ７８又は本体枠開放スイッチ２３０から
の開放検知情報の入力開始タイミング若しくは入力終了タイミングとなっている場合には
、その振動検知情報の入力を無効化する構成としてもよい。また、前扉枠開放スイッチ７
８又は本体枠開放スイッチ２３０からの開放検知情報の入力開始タイミングから無効基準
期間内の上記振動検知情報の入力を無効化する構成としてもよく、前扉枠開放スイッチ７
８又は本体枠開放スイッチ２３０からの開放検知情報の入力終了タイミングから無効基準
期間内の上記振動検知情報の入力を無効化する構成としてもよい。上記構成とすることに
より、本体枠１３や前扉枠１４を開閉操作しただけで、不正特定状態の設定が行われ、遊
技が進行しないように規制されてしまう可能性が低減される。
【０３５９】
　（２３）上記各実施の形態において、不正特定状態の設定を解除した後は、ＣＰＵ３１
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１において本体枠１３の閉鎖が特定され、その後、予め定められた監視許可期間（例えば
、５ｓｅｃ）が経過するまで不正監視処理（図２０）を実行しないようにしてもよい。不
正特定状態の設定の解除が行われる場合、本体枠１３を開放した状態で行う必要がある。
この場合に、不正特定状態の設定の解除を行った後、本体枠１３を閉鎖した場合に、振動
検知センサ１０７が振動を検知すると、再度、不正特定状態の設定が行われてしまうこと
が懸念される。これに対して、本構成によれば、このような不都合が発生してしまう可能
性が低減される。
【０３６０】
　（２４）上記各実施の形態において、主制御基板３０１上にＬＥＤなどの発光体を設け
、不正特定状態の設定の有無に関係なく、主制御基板３０１が正常に動作している状況で
は当該発光体における発光を行う構成としてもよい。この場合、遊技ホールの管理者等に
とっては、パチンコ機１０において遊技が進行しない状態となった場合にその発光体を確
認することで、遊技が進行しない理由が不正特定状態の設定によるものか又は主制御基板
３０１の不具合によるものかを特定することができる。なお、上記発光体からの発光を、
不正特定状態の設定に際して開始させる構成としてもよい。
【０３６１】
　（２５）上記各実施の形態において、不正特定状態の設定の解除が、クリアスイッチ１
６９の操作といった手動操作で行われるのではなく、当該手動操作を要することなく主制
御基板３０１のＣＰＵ３１１において自動で行う構成としてもよい。例えば、制御手段に
、カウンタエリアやリアルタイマなどといった解除基準期間計測手段を設け、不正特定状
態の設定を行った後に、予め定められた解除基準期間（例えば、１ｍｉｎ）が経過した場
合に当該不正特定状態の設定を解除する構成としてもよい。この場合、不正特定状態の設
定の解除に際して手動操作を要しないため、遊技ホールの管理者等にとっては日常業務の
効率化が図られる。
【０３６２】
　また、上記のような自動解除の構成と、上記各実施の形態のような手動解除の構成とを
併せ持つ構成としてもよい。つまり、解除操作手段を備えた構成において、規制を解除す
る規制解除手段は、解除操作手段の操作に基づいて規制状態を解除する第１規制解除手段
と、解除操作手段の操作に基づかず予め定められた特別解除条件が成立した場合に規制状
態を解除する第２規制解除手段とを備えた構成となる。この場合、上記解除基準期間をあ
る程度長く確保した場合において（例えば、３０ｍｉｎ）、必要に応じて不正特定状態の
設定の解除を所望のタイミングで行うことができる。
【０３６３】
　（２６）上記各実施の形態において、不正特定状態の設定の解除が、パチンコ機１０の
電源の再投入で行われる構成としてもよい。また、不正特定状態の設定の解除が、払出制
御装置２４２に設けられた状態復帰スイッチ２４５の操作に基づいて行われる構成として
もよい。また、不正特定状態の設定の解除が、状態復帰スイッチ２４５を操作しながら電
源が立ち上げられたことに基づいて行われる構成としてもよい。また、不正特定状態の設
定の解除が、本体枠１３又は前扉枠１４の開閉操作に基づいて行われる構成としてもよい
。また、不正特定状態の設定の解除が、音量調整ボリュームの調整に基づいて行われる構
成としてもよい。また、不正特定状態の設定が行われている状況であっても、タイマ割込
み処理（図１９）の読み込み処理（ステップＳ２０１）が実行される構成であり、且つ遊
技領域にゲート状の球検知センサを備える構成においては、その球検知センサにて、通常
の遊技球の通過では達することがない所定期間に亘って遊技球を検知したことに基づいて
、不正特定状態の設定の解除が行われる構成としてもよい。また、不正特定状態の設定が
行われている状況であっても、タイマ割込み処理（図１９）の読み込み処理（ステップＳ
２０１）が実行される構成においては、予め定められた検知順序で各入賞検知センサ１５
２～１５４にて遊技球を検知した場合に、不正特定状態の設定の解除が行われる構成とし
てもよい。これらの場合、上記各実施の形態と同様に、不正特定状態の設定の解除後には
、遊技の状況は、不正特定状態の設定前の状況に復帰することとなる。
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【０３６４】
　（２７）上記各実施の形態において、不正特定状態の設定の解除が、クリアスイッチ１
６９を操作しながら電源が立ち上げられたことに基づいて行われる構成としてもよい。ま
た、クリアスイッチ１６９を操作しながら電源の立ち上げ操作が複数回行われたことに基
づいて、不正特定状態の設定の解除が行われる構成としてもよい。これらの場合、不正特
定状態の設定の解除後には、ＲＡＭ３１３が初期化されるため、遊技の状況は不正特定状
態の設定前の状況に復帰することなく初期化される。
【０３６５】
　（２８）磁石を用いた行為や振動させる行為といった予め定められた特定異常行為が行
われた場合に、主制御装置１６２ではなく、払出制御装置２４２にて一部の処理を実行し
ないようにすることで、上記特定異常行為後においてその不正行為者に対して特典が付与
されないようにしてもよい。具体的には、払出制御装置２４２において上記特定異常行為
の発生が特定された場合には、解除条件が成立するまで賞球制御処理（ステップＳ１１０
８）が実行されないように規制するようにしてもよい。また、主制御装置１６２及び払出
制御装置２４２の両方において、特定異常行為に対する規制を行うようにしてもよい。
【０３６６】
　（２９）上記各実施の形態において、ＲＡＭ３１３に、磁気検知センサ１０５、フォト
センサ１０６及び振動検知センサ１０７のそれぞれに対応した第１不正検知フラグ、第２
不正検知フラグ及び第３不正検知フラグを格納可能な構成とし、各センサ１０５～１０７
のいずれか１つに異常行為が検知された場合には、そのセンサ１０５～１０７に対応した
不正検知フラグを格納する構成としてもよい。つまり、第１特別異常行為と第２特別異常
行為とが設定された構成においては、制御手段はそれぞれの特別異常行為に対応した第１
異常特定手段と第２異常特定手段とを有する構成としてもよい。
【０３６７】
　また、当該構成において、各センサ１０５～１０７に対応した報知処理や遊技ホール側
の管理制御装置への信号出力処理を実行するようにしてもよい。つまり、第１特別異常行
為と第２特別異常行為とが設定された構成においては、制御手段はそれぞれの特別異常行
為に対応した第１異常報知処理と第２異常報知処理とを有する構成としてもよい。
【０３６８】
　（３０）上記各実施の形態において、磁気検知センサ１０５及び振動検知センサ１０７
を主制御装置１６２の基板ボックス１６３内に収容するようにしてもよい。そして、これ
らセンサ１０５，１０７からの信号線も基板ボックス１６３内に収容する。つまり、異常
検知手段（特別行為検知手段）を制御手段の基板ボックス内に収容させて設けるとともに
、異常検知手段からの信号伝達部も基板ボックス内に収容するようにする。これにより、
異常検知手段と制御手段との間の信号経路を切断し、不正特定状態の設定を実行させない
ようにする不正行為を阻止することが可能となる。
【０３６９】
　（３１）上記各実施の形態において、磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６又は
振動検知センサ１０７といった異常検知手段と、主制御装置１６２との間の信号経路を切
断し、不正特定状態の設定を実行させないようにする不正行為が想定される。これに対し
て、制御手段は、異常検知用の信号経路が切断されていることを特定可能な構成とすると
ともに、その特定結果に基づいて上記不正特定状態の設定といった規制を実行する構成と
してもよい。この場合、上記不正行為が行われたとしても、それに対して遊技ホールが被
る不利益を低減することができる。
【０３７０】
　なお、磁気検知センサ１０５、フォトセンサ１０６及び振動検知センサ１０７は、異常
を検知していない状態においてＨＩレベル信号を出力し、異常を検知している状態におい
てＬＯＷレベル信号を出力する構成としてもよい。この場合、上記信号経路が切断された
場合には制御手段にて入力する信号が自ずとＬＯＷレベル信号となるため、上記信号経路
を切断する行為が行われた場合に不正特定状態の設定を行うことができる。
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【０３７１】
　また、各センサ１０５～１０７は、異常を検知していない状態において正常検知信号を
出力し、異常を検知している状態において正常検知信号の出力を停止する構成としてもよ
い。この場合、上記信号経路が切断された場合には制御手段にて正常検知信号を自ずと入
力しなくなるため、上記信号経路を切断する行為が行われた場合に不正特定状態の設定を
行うことができる。
【０３７２】
　つまり、異常検知手段は、異常を検知した場合と、異常検知手段及び制御手段間の信号
経路が切断された場合とで、制御手段における異常検知手段の検知結果の入力状態が同一
となるように、信号の出力を行う構成としてもよい。この場合、上記信号経路が切断され
た場合には制御手段にて正常検知信号を自ずと入力しなくなるため、上記信号経路を切断
する行為が行われた場合に不正特定状態の設定を行うことができる。
【０３７３】
　また、異常検知手段から制御手段に常時接続確認用信号を伝送する確認用信号線を、異
常信号を伝送する異常検知用信号線に対して並設し、一方が切断される場合に他方も切断
される構成としてもよい。この場合であっても、上記信号経路が切断された場合には制御
手段にて正常検知信号を自ずと入力しなくなるため、上記信号経路を切断する行為が行わ
れた場合に不正特定状態の設定を行うことができる。
【０３７４】
　（３２）上記各実施の形態では、一般入賞口８２、可変入賞装置８３、及び作動口８４
などの入賞口に遊技球が入った場合には、遊技球を払い出すことで特典を付与する構成と
したが、かかる構成に限定されるものではなく、遊技者に何らかの特典が付与される構成
であればよい。例えば、入賞口に遊技球が入った場合に遊技球以外の賞品を払い出す構成
であってもよい。
【０３７５】
　（３３）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機に、本発明を適用しても
よい。
【０３７６】
　（３３－１）例えば、遊技球が流下する遊技領域に、当該流下する遊技球が入球可能な
入球部と、有利口を有する内部空間及び当該内部空間への球入口を開閉する開閉手段を有
する役物装置とを備え、入球部に遊技球が入球したことに基づいて前記開閉手段が開放状
態となり、前記有利口に遊技球が入球したことに基づいて予め定められた特別遊技状態に
移行する遊技機に、本発明を適用してもよい。なお、当該遊技機において、特別遊技状態
に移行した場合、前記役物装置が開放状態となる又は前記役物装置とは異なる特別入球装
置が開放状態となる構成としてもよい。
【０３７７】
　当該遊技機においては、磁石を用いたり、振動を与えたりすることにより、有利口への
入球を強制的に行わせようとする行為が想定される。これに対して、上記各実施の形態と
同様に、磁気検知センサ１０５や振動検知センサ１０７などを設置し、上記不正行為が行
われた場合には、不正特定状態の設定を行うようにすることが好ましい。
【０３７８】
　上記遊技機において、不正特定状態の設定として、少なくとも入球部への入球を無効化
する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも開閉手段の開放動
作を禁止する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも有利口へ
の入球を無効化する構成としてもよい。また、役物装置の内部空間内に、前記有利口に遊
技球が入球し易くなる第１状態と当該第１状態よりも前記有利口に入球しがたくなる第２
状態とに切り替わり可能な可動装置を有する構成においては、不正特定状態の設定として
、少なくとも可動装置を第２状態に維持させる構成としてもよい。
【０３７９】
　なお、不正特定状態の設定の解除については、上記各実施の形態における構成を適用し
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てもよいことは言うまでもない。
【０３８０】
　（３３－２）例えば、遊技球が流下する遊技領域に、当該流下する遊技球が入球可能な
入球部と、有利口を有する内部空間及び当該内部空間への球入口を開閉する開閉手段を有
する役物装置と、入球部への入球に基づいて抽選を行う抽選手段と、当該抽選手段の抽選
結果が第１当選結果であることに基づいて前記開閉手段を開放状態とする開閉制御手段と
、前記抽選手段の抽選結果が第２当選結果であることに基づいて遊技状態を予め定められ
た特別遊技状態に移行させる第１移行手段と、前記有利口に遊技球が入球したことに基づ
いて前記特別遊技状態又はそれとは異なる特別遊技状態に移行させる第２移行手段と、を
備えた遊技機に、本発明を適用してもよい。当該遊技機では、入球部に入球したことに基
づいて役物装置が開放状態となることがあり、役物装置の有利口に遊技球が入球すること
で特別遊技状態に移行する。また、入球部に入球したことに基づいて、役物装置の開放状
態及び有利口への遊技球の入球を介することなく特別遊技状態に移行することがある。な
お、当該遊技機において、特別遊技状態に移行した場合、前記役物装置が開放状態となる
又は前記役物装置とは異なる特別入球装置が開放状態となる構成としてもよい。また、入
球部への入球に基づく抽選結果を表示する表示手段を遊技領域に備えた構成としてもよい
。
【０３８１】
　当該遊技機においては、磁石を用いたり、振動を与えたりすることにより、有利口への
入球を強制的に行わせようとする行為が想定される。これに対して、上記各実施の形態と
同様に、磁気検知センサ１０５や振動検知センサ１０７などを設置し、上記不正行為が行
われた場合には、不正特定状態の設定を行うようにすることが好ましい。
【０３８２】
　上記遊技機において、不正特定状態の設定として、少なくとも入球部への入球を無効化
する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも開閉手段の開放動
作を禁止する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも有利口へ
の入球を無効化する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも上
記抽選結果を無効化する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくと
も上記抽選処理を実行しないようにする構成としてもよい。また、役物装置の内部空間内
に、前記有利口に遊技球が入球し易くなる第１状態と当該第１状態よりも前記有利口に入
球しがたくなる第２状態とに切り替わり可能な可動装置を有する構成においては、不正特
定状態の設定として、少なくとも可動装置を第２状態に維持させる構成としてもよい。
【０３８３】
　（３３－３）また、上記以外のパチンコ機に対して、本発明を適用してもよい。例えば
、特別装置の特定領域に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、アレ
ンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０３８４】
　なお、雀球においては、磁石を用いた不正行為や振動させる不正行為を行うことで、所
定の入球部に遊技球を入球させる行為が想定される。これに対して、上記各実施の形態の
ように、不正特定状態の設定を行うことで、当該不正行為に対処することができる。一方
、メダル投入式の雀球においては、投入口に不正用治具を挿入し、メダルの投入を誤検知
させる行為が想定される。これに対して、上記不正用治具の挿入を検知する構成とし、当
該挿入を検知した場合には異常報知などを実行することで、当該不正行為に対処すること
ができる。また、当該構成において、不正特定状態の設定が行われている状況であっても
投入口への不正用治具の挿入を特定する処理及びそれに対する異常報知処理を実行する構
成とすることで、不正特定状態の設定が行われている状況において不正用治具を挿入する
不正行為が行われたとしても、それに対処することができる。
【０３８５】
　（３４）弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリール
（回転体）を備え、メダル（遊技媒体）の投入及びスタートレバー（始動操作手段）の操
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作によりリールの回転を開始し、ストップスイッチ（停止操作手段）が操作されリールが
停止した後に、表示窓（表示部）から視認できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の
組合せが成立していた場合にはメダルの払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロ
ットマシンにも、本発明を適用できる。
【０３８６】
　当該遊技機においては、メダルを投入する投入部に不正用冶具を挿し込み、当該投入部
に設けられたメダル検知センサにてメダルの投入を誤検知させる不正行為が想定される。
これに対して、上記不正用冶具の挿し込みを検知する検知センサを設置し、上記不正行為
が行われた場合には、不正特定状態の設定を行うようにすることが好ましい。
【０３８７】
　上記遊技機において、不正特定状態の設定として、少なくともメダルの投入を不可とす
る構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも始動操作手段の操作
を無効化する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも停止操作
手段の操作を無効化する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくと
もメダルの払出を禁止する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なく
ともリールの回転開始を禁止する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、
少なくとも当否判定を行わない構成としてもよい。
【０３８８】
　（３５）取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取
り込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチン
コ機とスロットマシンとが融合された遊技機にも、本発明を適用できる。
【０３８９】
　当該遊技機においては、取込装置に不正用冶具を挿し込み、当該取込装置に設けられた
球検知センサにて遊技球の取込を誤検知させる不正行為が想定される。これに対して、上
記不正用冶具の挿し込みを検知する検知センサを設置し、上記不正行為が行われた場合に
は、不正特定状態の設定を行うようにすることが好ましい。
【０３９０】
　上記遊技機において、不正特定状態の設定として、少なくとも遊技球の取込を不可とす
る構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも始動操作手段の操作
を無効化する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくとも停止操作
手段の操作を無効化する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なくと
も遊技球の払出を禁止する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、少なく
ともリールの回転開始を禁止する構成としてもよい。また、不正特定状態の設定として、
少なくとも当否判定を行わない構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０３９１】
【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】本体枠の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】ステージユニットの構成を説明するための説明図である。
【図９】本体枠の構成を示す背面図である。
【図１０】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１１】遊技盤から主制御装置ユニットを取り外した状態を示す背面図である。
【図１２】主制御装置ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１３】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１４】裏パックユニットの構成を示す分解斜視図である。



(61) JP 2009-77793 A 2009.4.16

10

20

【図１５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図１６】図柄表示装置の表示内容を示す説明図である。
【図１７】遊技制御に用いる各種カウンタの概要を示す説明図である。
【図１８】主制御基板のＣＰＵによるＮＭＩ割込み処理を示すフローチャートである。
【図１９】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図２０】不正監視処理を示すフローチャートである。
【図２１】始動入賞処理を示すフローチャートである。
【図２２】メイン処理を示すフローチャートである。
【図２３】通常処理を示すフローチャートである。
【図２４】開放検知処理を示すフローチャートである。
【図２５】不正検知時用処理を示すフローチャートである。
【図２６】払出制御基板のＣＰＵによる入力時割込み処理を示すフローチャートである。
【図２７】メイン処理を示すフローチャートである。
【図２８】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図２９】コマンド判定処理を示すフローチャートである。
【図３０】第２の実施の形態における主制御基板のＣＰＵによるメイン処理を示すフロー
チャートである。
【図３１】メイン処理を示すフローチャートである。
【図３２】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０３９２】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、１３…本体枠、１４…前扉枠、２１…
窓部、４１…遊技球発射ハンドル、８１…遊技盤、８２…一般入賞口、８３…可変入賞装
置、８４…作動口、１０５…異常検知手段としての磁気検知センサ、１０６…異常検知手
段としてのフォトセンサ、１０７…異常検知手段としての振動検知センサ、１１０…遊技
球発射機構、１５２…入賞口センサ、１５３…カウントセンサ、１５４…作動口センサ、
１６２…主制御装置、１６３…基板ボックス、１６４…結合手段としての封印部、１６９
…解除操作手段としてのクリアスイッチ、３０１…主制御基板、３１１…ＣＰＵ、３１３
…ＲＡＭ、３２１ａ…電源部、３２１ｃ…データ記憶保持用コンデンサ。



(62) JP 2009-77793 A 2009.4.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(63) JP 2009-77793 A 2009.4.16

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(64) JP 2009-77793 A 2009.4.16

【図９】 【図１０】
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